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き
ず
な
基
金
も
設
立
後
７
年
目
を
迎

え
ま
し
た
。
こ
の
間
、
世
論
は
、
益
々
自

己
中
心
的
で
、
今
の
社
会
は
ど
こ
か
余
裕

が
な
く
、
息
苦
し
さ
す
ら
感
じ
る
社
会
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

世
界
的
に
も
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
国

際
協
調
主
義
が
か
え
っ
て
貧
困
や
飢
餓
を

も
た
ら
す
と
し
て
弊
害
の
み
が
強
調
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
ト
ラ
ン
プ
大

統
領
が
登
場
し
て
以
来
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
世
界
の
潮
流
と
な
っ
て
、
欧
米
や
南

米
諸
国
で
も
自
国
優
先
の
風
潮
が
拡
が
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
移
民
、

難
民
の
受
け
入
れ
に
拒
絶
反
応
を
示
す
国

や
政
党
が
勢
力
を
増
し
つ
つ
あ
り
、
互
助

の
精
神
は
風
化
し
つ
つ
あ
る
と
思
わ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。
最
近
の
調
査
で
は
、
Ｇ

（
グ
ー
グ
ル
）
Ａ
（
ア
ッ
プ
ル
）
Ｆ
（
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
）
Ａ
（
ア
マ
ゾ
ン
）
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
企
業
の
経
営
者
の
総
所
得

は
、
全
世
界
の
人
口
の
下
辺
か
ら
半
分
の

総
所
得
に
匹
敵
す
る
程
の
格
差
に
拡
大
し

て
い
る
よ
う
で
す
。

格
差
の
拡
大
は
、
地
域
間
の
対
立
や
憎

悪
を
生
み
出
し
ま
す
。
こ
の
格
差
の
是
正

及
び
解
消
は
、
本
来
国
家
の
政
治
に
よ
る

責
任
だ
と
考
え
ま
す
が
、
日
本
で
も
、
格

差
の
是
正
及
び
解
消
に
向
け
た
重
い
腰
は

中
々
動
き
ま
せ
ん
。
特
に
資
本
主
義
の
世

界
で
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
弱
者
に
対
し

て
も
「
自
己
責
任
」
が
強
調
さ
れ
、
国
家

や
企
業
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
強

者
に
批
判
が
向
き
ま
せ
ん
。
私
達
は
「
支

え
る
」「
支
え
ら
れ
る
」
と
い
う
構
造
で
は

な
く
、
互
い
に
「
支
え
合
う
」
心
を
大
切

に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

当
基
金
で
は
、
今
春
、
20
名
の
中
高
生

を
新
た
に
支
援
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
在

総
勢
61
名
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
当
基
金

で
最
も
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
経
済
支

援
を
通
じ
て
高
等
教
育
を
受
け
る
機
会
を

支
援
し
な
が
ら
、
高
等
教
育
を
手
段
に
し

て
社
会
人
と
し
て
巣
立
っ
て
い
く
上
で
の

素
養
で
あ
る
思
い
や
り
や
気
遣
い
、
労
り

の
心
を
涵
養
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め

に
、
こ
れ
ま
で
も
交
流
会
や
野
外
キ
ャ
ン

プ
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
初
の
試
み

と
し
て
高
野
山
を
舞
台
に
１
泊
２
日
の
研

修
合
宿
を
予
定
し
て
お
り
、
楽
し
い
学
び

の
機
会
に
な
れ
ば
と
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら

準
備
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
合
宿
で
は
、

単
な
る
知
識
の
積
み
重
ね
で
は
な
く
、
創

造
力
や
探
究
心
を
育
み
、
考
え
る
人
材
の

育
成
に
取
り
組
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
年
の
春
の
交
流
会
で
は
、
24
名
が

高
校
を
卒
業
し
進
学
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
阪
大
、
神
大
、
京
都
工
繊
、
大
阪
市

大
、
府
立
大
等
の
国
公
立
に
多
く
進
学
し

て
い
ま
し
た
が
、
今
年
も
京
大
、
阪
大
等

に
合
格
し
、
出
席
者
全
体
で
祝
福
し
ま
し

た
。
今
回
の
交
流
会
で
は
講
師
の
小
田
全

宏
さ
ん
が
「
陽
転
思
想
で
人
生
を
切
り
拓

く
」
と
の
テ
ー
マ
で
90
分
の
講
演
を
し
て

下
さ
い
ま
し
た
が
、
陽
転
思
想
で
「
無
理
」

だ
と
諦
め
な
い
思
想
の
大
切
さ
が
教
訓
と

な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

当
基
金
は
、
多
く
の
企
業
の
皆
様
や
個

人
の
皆
様
か
ら
の
善
意
に
よ
り
順
調
に
活

動
を
持
続
で
き
て
い
ま
す
が
、
支
援
し
て

い
る
中
高
生
の
笑
顔
に
触
れ
た
り
、
感
謝

の
言
葉
を
聞
い
て
い
る
と
、
こ
う
い
っ
た
活

動
は
社
会
で
よ
り
促
進
さ
れ
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

支
え
合
う
心
を
大
切
に
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「
平
成
」が
終
わ
り「
令
和
」と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
「
令
和
」
は
万
葉
集
か
ら
の
出
典
と

の
こ
と
で
す
。
海
外
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
公
共

放
送
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
「
令
」
の
意
味
を
秩
序
の

「order

」
で
あ
る
と
速
報
す
る
等
、
一
部
メ

デ
ィ
ア
が
、「
令
」
が
一
般
的
に
「order

・
秩
序
」

や
「com

m
and

・
指
令
」
の
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
な
ど
と
報
じ
た
こ
と
を
受
け
て
、
外

務
省
は
正
確
に
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
、「
令

和
」
に
は
「beautiful harm

oney

・
美
し
い

調
和
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

説
明
す
る
よ
う
に
、
海
外
駐
在
大
使
な
ど
に

指
示
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
美
し
い
調
和
」
の
あ
る
日
本
、

世
界
を
目
指
す
と
い
う
祈
り
が
込
め
ら
れ
た

新
元
号
な
の
で
す
が
、
実
際
に
は
、
世
界
の

い
た
る
と
こ
ろ
で
不
調
和
が
目
に
つ
き
ま
す
。

エ
ゴ
と
エ
ゴ
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
と
も
い
え

る
米
中
貿
易
摩
擦
に
よ
り
、
中
国
経
済
は
失

速
し
、
世
界
経
済
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
ま
す
。

国
民
投
票
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
離
脱
を
決

め
た
イ
ギ
リ
ス
も
離
脱
の
協
定
案
が
こ
と
ご

と
く
議
会
で
否
決
さ
れ
、
首
相
が
辞
任
す
る

事
態
に
ま
で
至
り
ま
し
た
。
事
態
は
混
迷
を

極
め
て
お
り
、「
合
理
な
き
離
脱
」
と
な
る
の

か
、
何
ら
か
の
打
開
策
が
講
じ
ら
れ
る
の
か

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
日
本
の
徴
用
工
へ
の
補
償
問
題
に
つ

い
て
、
１
９
６
５
年
の
日
韓
請
求
権
協
定
で

「
解
決
済
み
」
と
思
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
韓

国
の
大
法
院
が
、
同
協
定
で
は
個
人
の
請
求

権
は
消
滅
し
て
い
な
い
と
判
断
し
て
、
日
本

企
業
が
敗
訴
し
、
遺
族
ら
が
日
本
企
業
の
資

産
を
差
し
押
さ
え
る
事
態
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は
韓
国
政

府
に
対
し
、
同
協
定
に
基
づ
く
仲
裁
委
員
会

の
設
置
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
平
行
線
が
続

い
て
い
ま
す
。

国
内
に
お
い
て
も
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度

を
め
ぐ
り
、
過
度
な
返
礼
品
を
贈
る
地
方
自

治
体
が
あ
る
と
し
て
、
返
礼
品
を
寄
付
額
の

３
割
以
下
の
地
場
産
品
と
し
、
こ
の
基
準
を

守
ら
な
い
自
治
体
は
本
年
６
月
以
降
、
制
度

の
対
象
か
ら
外
す
と
す
る
法
改
正
が
な
さ
れ
、

制
度
の
対
象
外
と
さ
れ
た
泉
佐
野
市
は
、
地

方
創
生
の
趣
旨
に
反
す
る
な
ど
と
し
て
、
強

く
反
発
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
不
調
和
の
原
因
を
つ
き
つ
め
て

考
え
ま
す
と
、
お
互
い
が
、
自
己
の
立
場
を

優
先
す
る
あ
ま
り
、
相
手
の
立
場
を
敬
い
、

尊
重
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

私
は
学
生
時
代
に
剣
道
を
し
て
い
た
の
で

す
が
、「
礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ
る
」
と
い
う

言
葉
を
よ
く
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
剣
道
を
始

め
と
す
る
武
道
に
お
い
て
よ
く
言
わ
れ
る
言

葉
で
す
が
、
稽
古
や
試
合
の
始
ま
り
と
終
わ

り
に
は
必
ず
相
手
へ
の
敬
意
を
込
め
て
礼
を

す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
礼
儀
礼
節
を
も
っ

て
勝
負
に
挑
む
こ
と
が
勝
敗
よ
り
も
重
要
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
で
、
試
合
に
勝
っ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
の
場
で
ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ
し

て
勝
ち
誇
る
よ
う
な
行
為
は
厳
に
禁
じ
ら
れ

ま
す
。

も
ち
ろ
ん
相
手
の
い
い
な
り
に
な
れ
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら
の
言
い
分
は
当
然

主
張
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
相
手
を

徹
底
的
に
叩
き
の
め
し
て
勝
ち
誇
る
だ
け
で

は
禍
根
を
残
し
、
ど
こ
か
で
報
復
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
相
手
の
立
場
を
思
い
や

る
こ
と
が
結
局
は
自
分
の
た
め
に
な
る
と
い

う
考
え
方
、
そ
れ
が
「
美
し
い
調
和
」
の
あ

る
世
界
、
日
本
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
で

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
己
主
張
の
強
い

社
会
が
本
当
に
素
晴
ら
し
い
の
か
、
む
し
ろ

共
生
の
精
神
が
溢
れ
た
社
会
を
め
ざ
す
べ
き

と
思
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
弁
護
士
も
、
依
頼
者
の
利
益
を

守
る
た
め
に
全
力
で
戦
い
ま
す
の
で
安
易
に

妥
協
し
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ

ん
が
、
驕
る
こ
と
な
く
相
手
に
対
す
る
礼
節

は
忘
れ
ず
に
い
る
こ
と
が
、
昔
で
い
う
三
方

良
し
の
精
神
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

当
事
務
所
で
は
、
最
近
は
、
従
来
か
ら
の

分
野
に
加
え
、
海
外
案
件
が
増
え
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
私
を
含
め
、
海
外
駐
在
、

留
学
の
経
験
者
を
中
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
が
、
各
国
の
法
律
事
務
所
と
の
提
携
も
深

め
つ
つ
あ
り
、
国
内
の
依
頼
者
の
方
の
海
外

展
開
に
も
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
リ
ー
ガ
ル
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
民
事
再
生
や
私
的
整
理
と
い
っ
た

企
業
再
生
や
、
Ｍ
＆
Ａ
、
企
業
の
上
場
準
備

な
ど
で
は
、
複
数
の
弁
護
士
が
チ
ー
ム
を
編

成
し
て
取
り
組
み
、
成
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

独
禁
法
、
下
請
法
と
い
っ
た
経
済
法
の
セ

ミ
ナ
ー
の
依
頼
も
あ
り
、
公
正
取
引
委
員
会

に
勤
務
経
験
の
あ
る
弁
護
士
が
対
応
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
す

る
た
め
、
40
年
ぶ
り
に
相
続
法
の
改
正
が
行

わ
れ
、
本
年
１
月
か
ら
一
部
施
行
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
本
年
７
月
１
日
か
ら
原
則
的
な
施

行
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、
債
権
法
が
120

年
ぶ
り
に
大
改
正
さ
れ
、
来
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
当
事
務
所
で
は
、
事
務

所
内
の
研
修
の
一
環
と
し
て
、
こ
う
し
た
民

法
改
正
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
ま
と
め

た
冊
子
を
近
々
に
も
完
成
で
き
る
よ
う
に
鋭

意
執
筆
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
新
し
い
元
号
と
な
っ
た
今
後
に
お
い
て
も
、

み
な
さ
ま
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、
よ
り
良
い
リ
ー

ガ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
努
力
し

て
ま
い
り
ま
す
。

代表社員弁護士

大 森 　 剛

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

巻 

頭 

言
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あ
る
ダ
ム
で
行
わ
れ
ま
す
。
私
は
、
高
校

３
年
間
、
授
業
以
外
の
時
間
の
ほ
と
ん
ど

を
、
こ
の
ダ
ム
の
水
面
上
で
過
ご
し
ま
し

た
。
監
督
の
熱
心
な
指
導
と
、
文
字
通
り

血
の
滲
む
よ
う
な
練
習
の
日
々
が
実
を
結

び
、私
は
、国
体
の
代
表
選
手
に
選
出
さ
れ
、

イ
ン
タ
ー
ハ
イ
で
は
全
国
第
３
位
の
成
績

を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
経
験
は
、
今
で
も
私
の
礎
で
あ
り
、

つ
ら
い
と
き
に
前
を
向
く
勇
気
を
与
え
て

く
れ
て
い
ま
す
。

３ 

フ
ィ
ギ
ュ
ア

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
私
の
趣
味
は
、

フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
収
集
と
自
主
製
作
で
す
。

特
に
私
が
収
集
し
て
い
る
フ
ィ
ギ
ュ
ア
は
、

動
物
や
恐
竜
、
妖
怪
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
で
す
。

私
は
、
幼
い
頃
か
ら
、
こ
れ
ら
の
フ
ィ

ギ
ュ
ア
を
集
め
鑑
賞
す
る
こ
と
が
大
好
き

で
し
た
。
初
め
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
収
集

を
通
し
て
、
動
物
や
恐
竜
、
妖
怪
の
種
類

や
姿
を
知
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
ま

し
た
が
、
次
第
に
、
細
部
ま
で
作
り
こ
ま

れ
た
精
巧
な
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
造
形
美
に
心

魅
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
現

在
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
数
は
、
大
小
合
わ
せ

て
１
０
０
０
点
近
く
に
な
り
ま
す
。
今
後

も
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
収
集
を
続
け
、
フ
ィ

ギ
ュ
ア
の
魅
力
を
探
求
し
続
け
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
収
集
の
み
に
飽
き

足
ら
ず
、
自
ら
粘
土
を
こ
ね
て
、
フ
ィ
ギ
ュ

ア
を
製
作
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

用
い
る
粘
土
は
、
プ
ロ
の
造
形
家
も
使

用
す
る
、
オ
ー
ブ
ン
で
焼
成
す
る
ま
で
固

ま
ら
な
い
特
殊
な
粘
土
で
す
。
現
在
は
、

テ
ィ
ラ
ノ
サ
ウ
ル
ス
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
製

作
し
て
い
る
途
中
で
あ
り
（
添
付
写
真
が

製
作
途
中
の
も
の
で
す
。）、
休
日
を
利
用

し
て
少
し
ず
つ
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

無
心
で
恐
竜
の
鱗
を
彫
っ
て
い
る
時
間
は
、

私
に
と
っ
て
至
福
の
ひ
と
と
き
で
す
。

テ
ィ
ラ
ノ
サ
ウ
ル
ス
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が

完
成
し
た
暁
に
は
、
是
非
皆
様
に
お
披
露

目
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
れ
ば
嬉
し

く
思
い
ま
す
。

４　
弁
護
士
を
目
指
し
た
き
っ
か
け

私
は
、
歯
科
技
工
士
の
父
と
エ
ア
ロ
ビ

ク
ス
講
師
の
母
と
い
う
、
法
律
と
は
全
く

縁
の
な
い
家
庭
で
育
ち
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
家
庭
で
育
っ
た
私
で
す
が
、

弁
護
士
と
い
う
職
業
を
意
識
し
た
時
期
は

早
く
、
小
学
２
年
生
の
と
き
に
書
い
た
文

集
で
は
、
既
に
弁
護
士
に
な
る
夢
を
抱
い

て
い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
当
時
の
私
は
、

弁
護
士
が
何
を
す
る
仕
事
な
の
か
十
分
に

分
か
っ
て
お
ら
ず
、「
弁
護
士
は
困
っ
た
人

を
助
け
る
か
っ
こ
い
い
仕
事
だ
。」
と
い
う

父
の
言
葉
だ
け
を
頼
り
に
、
自
分
の
将
来

像
を
描
い
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
弁
護
士
と
い
う
職
業
に
漠
然

と
し
た
憧
れ
を
抱
い
た
ま
ま
、
私
は
、
大

阪
大
学
法
学
部
へ
進
学
し
ま
し
た
。

大
学
で
は
、
弁
護
士
の
仕
事
を
知
り
た

い
と
い
う
思
い
か
ら
、
法
律
相
談
部
に
所

属
し
て
い
ま
し
た
。
法
律
相
談
部
は
、
週

に
１
～
２
回
程
度
、
О
Ｂ
の
弁
護
士
の
指

導
の
下
、
地
域
の
方
々
に
向
け
無
料
法
律

相
談
会
を
実
施
す
る
と
い
う
活
動
を
行
っ

て
い
ま
し
た
。

私
は
、
こ
の
活
動
を
通
し
て
、
世
の
中

に
は
法
律
問
題
に
悩
ん
で
い
る
人
が
た
く

さ
ん
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
自
分
が
今
大

学
で
学
ん
で
い
る
知
識
を
使
っ
て
救
え
る

人
が
い
る
こ
と
を
、
強
く
実
感
し
ま
し
た
。

私
は
、
法
律
相
談
会
に
来
ら
れ
た
方
が
、

終
了
後
、
晴
れ
や
か
な
顔
を
さ
れ
て
い
る

の
を
拝
見
し
、
大
き
な
達
成
感
を
覚
え
、

将
来
は
必
ず
弁
護
士
に
な
ろ
う
、
と
心
に

決
め
ま
し
た
。

５　
今
後
に
つ
い
て

目
標
で
あ
っ
た
弁
護
士
と
な
り
、
執
務

を
開
始
し
て
か
ら
早
く
も
数
か
月
が
過
ぎ

ま
し
た
。
日
々
新
し
い
こ
と
の
連
続
で
、

己
の
未
熟
さ
を
痛
感
す
る
毎
日
で
す
。
し

か
し
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
勉
強
し
て
き
た

法
的
知
識
を
、
誰
か
の
た
め
に
役
立
て
ら

れ
る
こ
と
に
、
強
い
や
り
が
い
を
感
じ
て

い
ま
す
。

私
は
、
依
頼
者
の
た
め
に
、
限
界
を
超

え
て
対
応
す
る
弁
護
士
に
な
り
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

ボ
ー
ト
を
漕
ぐ
こ
と
（row

）
と
法
律

（law

）
を
駆
使
す
る
こ
と
の
違
い
は
あ
り

ま
す
が
、
私
の
目
指
す
姿
勢
は
、
今
も
昔

も
変
わ
ら
ず
「
ロ
ー
ア
ウ
ト
」
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
弁
護
士
が
気
絶
す
る
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
依
頼
者
の
未
来

を
よ
り
良
い
方
向
へ
導
け
る
可
能
性
が
な

い
か
を
、
限
界
を
超
え
て
常
に
探
り
続
け

る
姿
勢
を
持
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
様
の
お
力
に
な
る
べ
く
、
日
々
精
進

し
て
参
り
ま
す
。
今
後
と
も
ご
指
導
ご
鞭

撻
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
31
年
１
月
か
ら
、
当
事
務
所
に
て
執

務
し
て
お
り
ま
す
杉
野
龍
太
と
申
し
ま
す
。

簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
を
お
借
り

し
て
、
私
の
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

１ 

生
い
立
ち

私
は
、
愛
媛
県
今
治
市
に
生
ま
れ
、
高

校
卒
業
ま
で
の
18
年
間
を
同
市
で
過
ご
し

ま
し
た
。

今
治
市
は
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
の
聖
地
と

し
て
有
名
な
「
し
ま
な
み
海
道
」
の
袂
に

あ
り
、
瀬
戸
内
の
穏
や
か
な
海
風
が
吹
き

込
む
美
し
い
町
で
す
。「
今
治
タ
オ
ル
」
の

名
で
知
ら
れ
る
と
お
り
、
タ
オ
ル
の
生
産

が
有
名
で
あ
り
、
町
の
至
る
所
に
小
さ
な

タ
オ
ル
工
場
が
あ
り
ま
す
。
私
も
、
毎
日

タ
オ
ル
織
機
が
稼
働
す
る
音
を
聞
き
な
が

ら
、
学
校
へ
通
っ
て
い
ま
し
た
。

私
は
、
小
学
校
の
６
年
間
に
猛
烈
な
勢

い
で
成
長
期
を
迎
え
、
小
学
校
卒
業
時
の

身
長
は
170
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
、
体
格
に
似
合

わ
ず
小
心
者
で
、
小
学
生
の
と
き
、
夜
中

に
ト
イ
レ
へ
行
く
と
き
に
い
つ
も
、
お
気

に
入
り
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
（
後
述
し
ま
す
。）

を
連
れ
て
い
た
の
を
憶
え
て
い
ま
す
。

学
生
時
代
に
は
、
様
々
な
ス
ポ
ー
ツ
に

取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
小
学
校
時
代
に

は
空
手
、
体
操
及
び
ス
イ
ミ
ン
グ
を
習

い
、
中
学
校
で
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
、

高
校
で
は
ボ
ー
ト
部
に
所
属
し
て
い
ま
し

た
。
中
で
も
高
校
時
代
に
取
り
組
ん
で
い

た
ボ
ー
ト
は
、
私
が
青
春
を
捧
げ
た
ス
ポ
ー

ツ
で
す
。

２ 

ボ
ー
ト

私
が
高
校
で
ボ
ー
ト
部
に
所
属
し
た
理

由
は
、「
全
国
レ
ベ
ル
の
戦
い
を
経
験
し
て

み
た
い
」と
い
う
思
い
か
ら
で
し
た
。
当
時
、

私
の
進
学
し
た
今
治
西
高
校
に
は
、
日
本

ボ
ー
ト
界
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
呼
ば
れ
る
有

名
な
指
導
者
の
方
が
在
籍
し
て
お
り
、
こ

の
方
の
指
導
の
下
で
、
同
校
か
ら
毎
年
の

よ
う
に
全
国
大
会
入
賞
選
手
が
輩
出
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

競
技
ボ
ー
ト
は
、
１
０
０
０
メ
ー
ト
ル

又
は
２
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の
距
離
を
、
誰

が
一
番
早
く
漕
ぎ
切
れ
る
か
を
競
う
、
シ

ン
プ
ル
な
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。
競
技
に
用
い

ら
れ
る
ボ
ー
ト
は
、
横
幅
が
狭
く
水
上
で

安
定
し
な
い
形
状
で
あ
る
た
め
、
初
心
者

が
乗
る
と
た
ち
ま
ち
転
覆
し
て
し
ま
い
ま

す
（
な
お
、
足
は
ボ
ー
ト
の
内
部
に
固
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
転
覆
後
、
水
中
か
ら

脱
出
す
る
こ
と
が
大
変
難
し
い
で
す
。）。

ボ
ー
ト
は
、
１
人
乗
り
用
か
ら
９
人
乗
り

用
ま
で
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
ど
の
種
類

の
ボ
ー
ト
に
乗
り
競
技
に
出
場
す
る
の
か

は
、
各
選
手
が
出
場
大
会
ご
と
に
考
え
ま

す
。ボ

ー
ト
が
水
上
を
高
速
で
滑
っ
て
い
く

様
子
は
、
傍
か
ら
見
る
と
爽
快
に
映
り
ま

す
が
、
ボ
ー
ト
に
乗
っ
て
い
る
選
手
は
、

地
獄
の
よ
う
な
苦
し
み
の
中
に
い
ま
す
。

ボ
ー
ト
は
、
身
体
へ
の
負
荷
が
非
常
に

大
き
い
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
運
動
量
の
激
し
さ
を
象
徴
す
る
現
象

と
し
て
、「
ロ
ー
ア
ウ
ト( row

 out)

」
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ボ
ー

ト
選
手
が
、
レ
ー
ス
の
中
で
肉
体
と
精
神

の
限
界
を
超
え
、
ゴ
ー
ル
し
た
瞬
間
に
気

絶
し
て
し
ま
う
現
象
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

こ
の
現
象
は
、
自
身
の
力
を
極
限
以
上
に

振
り
絞
っ
た
選
手
だ
け
が
味
わ
う
こ
と
が

で
き
る
体
験
で
あ
り
、
ボ
ー
ト
乗
り
（「
オ

ア
ー
ズ
マ
ン
」
と
い
い
ま
す
。）
な
ら
誰
も

が
憧
れ
る
、「
勲
章
」
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト

で
す
。

か
く
言
う
私
も
、
一
度
だ
け
「
ロ
ー
ア

ウ
ト
」
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

実
際
に
、
気
絶
す
る
直
前
に
は
、
視
界
が

白
い
も
や
に
包
ま
れ
て
、
全
身
が
宙
に
浮

い
た
よ
う
な
心
地
に
な
っ
た
こ
と
を
憶
え

て
い
ま
す
。
今
で
も
、
も
う
一
度
「
勲
章
」

と
も
言
え
る
「
ロ
ー
ア
ウ
ト
」
を
経
験
し

た
い
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま
す
が
、
き
っ

と
今
の
私
で
は
体
力
が
持
た
ず
、
全
身
が

宙
に
浮
い
た
よ
う
な
心
地
を
味
わ
う
こ
と

な
く
気
絶
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
な
と
思

い
ま
す
。
今
と
な
っ
て
は
、
大
切
な
思
い

出
で
す
。

ま
た
、
今
治
西
高
校
ボ
ー
ト
部
の
練
習

は
、
学
校
か
ら
バ
ス
で
20
分
程
の
距
離
に

ロ
ー
ア
ウ
ト
～
限
界
の
先
目
指
し
～
　

弁
護
士
　
杉
野
龍
太

新

人

紹

介
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承
る
機
会
が
増
え
た
こ
と
も
大
き
な

変
化
で
す
。こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、

心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

思
い
出
深
い
刑
事
事
件

刑
事
事
件
は
民
事
事
件
と
異
な
り

国
家
権
力
と
の
闘
い
な
の
で
す
が
、

刑
事
事
件
の
分
野
で
、
一
度
だ
け
で

す
が
無
罪
判
決
を
獲
得
で
き
た
経
験

は
、
た
い
へ
ん
感
慨
深
い
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。

ま
た
、
被
害
者
が
亡
く
な
ら
れ
た

事
案
で
、
ご
遺
族
と
の
長
期
間
の
対

話
を
経
て
、
本
来
は
検
察
官
側
に
立

た
れ
る
ご
遺
族
が
、
弁
護
側
証
人
と

し
て
協
力
し
て
下
さ
り
、
加
害
者
を

許
す
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
っ
た
案

件
が
あ
り
ま
し
た
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
事
件
直
後
は
、
面
会
を
拒
否

さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で

す
が
、
人
の
慈
悲
深
さ
の
神
髄
に
肌

で
触
れ
る
稀
有
な
経
験
を
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
こ
こ
で
学
ん
だ
人
と
向

き
合
う
姿
勢
は
、
私
に
と
っ
て
大
き

な
財
産
に
な
り
ま
し
た
。

最
期
に
、
私
事
で
す
が
弁
護
士
５

年
目
に
最
愛
の
妻
と
結
婚
し
、昨
年
、

娘
を
授
か
り
ま
し
た
。
職
業
柄
、
家

族
に
は
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま
す

が
、
妻
と
娘
に
心
か
ら
感
謝
し
、
今

後
も
公
私
と
も
に
邁
進
し
て
参
る
所

存
で
す
。

好
き
な
花
は
と
問
わ
れ
れ
ば

２
０
１
２
年
１
月
に
当
事
務
所
に

入
所
し
、 

今
年
で
弁
護
士
生
活
８
年

目
に
入
り
ま
し
た
。「
梅
ヶ
枝
の
渡

部
」で
す
と
名
乗
り
続
け
た
か
ら
か
、

最
近
「
好
き
な
花
は
」
と
聞
か
れ
た

際
、
そ
れ
ま
で
好
き
だ
っ
た
「
蘭
」

で
は
な
く
、「
梅
」
が
口
を
つ
い
て

出
た
の
に
は
、
自
分
で
も
驚
き
、
事

務
所
が
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
一
部
に
な
っ
た
の
だ
と
感
慨
に

浸
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

世
界
に
出
て

さ
て
、
私
は
、
学
生
の
頃
か
ら
海

外
と
関
わ
り
の
あ
る
仕
事
が
し
た

い
と
考
え
て
お
り
、 

弁
護
士
４
年
目

か
ら
、
事
務
所
の
支
援
を
受
け
米
国

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
留
学
し
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
弁
護
士
資
格
を
取
得
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
マ
レ
ー
シ

ア
と
ベ
ト
ナ
ム
の
現
地
事
務
所
に
て

客
員
弁
護
士
と
し
て
勤
務
す
る
機
会

を
得
ま
し
た
。
日
本
に
復
帰
後
も
、

多
く
の
渉
外
案
件
に
携
わ
っ
て
い
ま

す
。私

が
弁
護
士
と
な
っ
て
か
ら
の
短

い
間
で
も
、
日
本
と
世
界
の
関
わ
り

方
は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
海
外
に
進
出
す
る
企
業

の
数
が
圧
倒
的
に
増
え
ま
し
た
。
今

や
、
大
企
業
だ
け
で
な
く
、
中
小
企

業
も
果
敢
に
海
外
に
進
出
す
る
時
代

で
す
。
進
出
先
も
、
こ
れ
ま
で
の
欧

米
か
ら
中
国
の
流
れ
を
経
て
、
東
南

ア
ジ
ア
や
、
イ
ン
ド
・
ア
フ
リ
カ
が

注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
進
出
の
形
態
も
、
単
な
る

安
価
な
製
造
拠
点
を
求
め
て
の
進
出

か
ら
、
縮
小
す
る
日
本
市
場
を
補
う

新
た
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
求
め
て
の
進

出
に
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

加
え
て
、
最
近
の
大
き
な
潮
流
は
、

外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
の
拡
大
で

す
。
私
自
身
も
、
外
国
人
労
働
者
の

受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
領

事
館
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
勉
強

会
で
講
演
の
依
頼
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
せ
よ

ア
ウ
ト
バ
ウ
ン
ド
に
せ
よ
、
異
な
る

文
化
が
交
じ
り
合
う
際
に
は
、
摩
擦

が
生
じ
、
そ
れ
が
大
き
く
な
れ
ば
、

法
的
紛
争
に
発
展
し
て
し
ま
い
ま

す
。
紛
争
と
な
っ
た
場
合
の
解
決
を

お
手
伝
い
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
紛
争
が
生

じ
な
い
よ
う
、
リ
ス
ク
を
見
越
し
、

交
渉
や
契
約
書
の
レ
ベ
ル
で
手
当
て

を
す
る
の
が
私
た
ち
弁
護
士
の
仕
事

で
す
。

梅
の
花
は
、
気
温
の
変
化
を
い
ち

早
く
感
じ
、
そ
の
蕾
を
ほ
こ
ろ
ば
せ

て
、人
々
に
春
の
訪
れ
を
告
げ
ま
す
。

私
も
梅
の
花
の
よ
う
に
、
世
界
時
流

を
い
ち
早
く
感
じ
、
最
新
の
法
的
知

見
を
依
頼
者
の
皆
様
に
共
有
で
き
る

存
在
に
な
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

梅
と
世
界

弁護士
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知
財
ロ
イ
ヤ
ー
の
高
み
を
目
指
し
て

私
は
、
２
０
１
２
年
１
月
に
当
事

務
所
に
入
所
し
、
今
年
の
１
月
で
弁

護
士
と
な
っ
て
満
７
年
が
経
ち
ま
し

た
。
本
年
度
か
ら
は
、
同
期
の
岩
田

弁
護
士
と
共
に
、
当
事
務
所
の
パ
ー

ト
ナ
ー
弁
護
士
に
就
任
し
、
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
で
す
。

私
は
、
こ
の
７
年
間
で
様
々
な
経

験
を
積
ま
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
当

事
務
所
に
入
所
す
る
以
前
か
ら
、
知

的
財
産
分
野
に
携
わ
る
弁
護
士
に
な

り
た
い
と
い
う
志
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。当

事
務
所
入
所
以
降
、
実
際
に
多

く
の
知
的
財
産
分
野
に
関
す
る
事
件

に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
、
知
的
財
産

分
野
で
の
専
門
性
を
有
し
て
い
る
こ

と
が
、
自
身
の
弁
護
士
と
し
て
強
み

で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、

近
時
、
私
が
取
り
扱
っ
た
珍
し
い
事

件
と
し
て
、
登
録
に
至
っ
た
特
許
に

対
し
て
異
議
が
申
立
て
ら
れ
、
異
議

が
認
め
ら
れ
た
結
果
、
一
度
登
録
に

至
っ
た
特
許
が
取
り
消
さ
れ
て
し
ま

う
と
い
う
事
案
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
に
対
し
、
裁
判
で
、
特
許
を
取
り

消
す
と
い
う
決
定
を
出
し
た
特
許
庁

の
判
断
を
取
り
消
す
よ
う
求
め
た
と

こ
ろ
（
特
許
取
消
決
定
取
消
請
求
事

件
と
呼
び
ま
す
。）、
当
方
の
請
求
が

認
め
ら
れ
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

裁
判
所
の
判
決
内
容
を
聞
い
た
と

き
の
喜
び
は
、
何
物
に
も
代
え
難
い

も
の
で
し
た
。

 

敷
居
は
低
く
、
志
は
高
く

さ
て
、
私
は
当
事
務
所
入
所
以
降
、

「
身
近
な
弁
護
士
で
あ
り
続
け
た
い
」

と
い
う
思
い
を
抱
き
、
日
々
職
務
に

邁
進
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

以
前
、
あ
る
依
頼
者
か
ら
、「
こ

れ
ま
で
お
願
い
を
し
て
い
た
弁
護
士

は
動
き
が
悪
く
、
ま
た
、
気
軽
に
相

談
し
に
く
か
っ
た
。
そ
の
点
、
犬
飼

先
生
は
言
葉
を
選
ば
ず
言
う
と
『
敷

居
が
低
く
』
ち
ょ
っ
と
確
認
し
た
い

と
き
に
気
軽
に
電
話
や
メ
ー
ル
で
連

絡
が
で
き
る
の
で
助
か
っ
て
い
る
」

と
の
お
言
葉
を
頂
戴
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。「
身
近
な
存
在
で
あ
り

た
い
」
と
い
う
思
い
が
依
頼
者
に
も

伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
実
感

で
き
、
大
変
嬉
し
く
思
っ
た
こ
と
を

今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
初
心
を
忘
れ
る
こ
と

な
く
、
依
頼
者
に
寄
り
添
っ
た
身
近

な
弁
護
士
で
あ
り
続
け
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
私
は
「
犬
飼
」
と
い
う

名
前
で
は
あ
り
ま
す
が
、「
猫
」
が

大
好
き
で
、
現
在
２
匹
の
猫
を
飼
っ

て
い
ま
す
（
最
近
は
、
も
は
や
「
猫

飼
」
で
す
。）。
可
愛
い
我
が
子
に
癒

さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
励
ん
で

参
り
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

人
の
心
の
移
り
変
わ
り
に
鋭
敏
で
在
れ

私
は
２
０
１
２
年
１
月
に
当
事
務

所
に
入
所
し
、
今
年
で
弁
護
士
生
活

８
年
目
と
な
り
ま
し
た
。
本
年
度
１

月
よ
り
、
共
に
切
磋
琢
磨
し
て
き
た

同
期
の
犬
飼
弁
護
士
と
共
に
、
当
事

務
所
の
パ
ー
ト
ナ
ー
弁
護
士
に
就
任

し
、
身
の
引
き
締
ま
る
想
い
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
企
業
案
件
、
市
民
事

件
の
隔
て
な
く
、
気
持
ち
を
込
め
て

各
案
件
の
背
景
に
想
い
を
馳
せ
な
が

ら
一
件
一
件
の
事
件
に
取
り
組
ん
で

参
り
ま
し
た
。

特
に
、
労
働
問
題
に
関
す
る
相
談
、

交
渉
、
訴
訟
及
び
労
働
審
判
と
い
っ

た
案
件
へ
の
取
り
組
み
を
中
心
に
執

務
し
て
参
り
ま
し
た
。労
働
分
野
は
、

労
使
間
の
利
益
調
整
の
中
で
紛
争
当

事
者
の
人
格
権
が
大
い
に
関
連
し
ま

す
。
私
は
、
代
理
人
を
務
め
る
に
あ

た
り
、
人
の
心
の
移
り
変
わ
り
や
当

事
者
の
関
係
性
の
変
化
に
鋭
敏
で
あ

る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
お
り
、
労

働
事
件
は
正
に
そ
の
感
性
が
求
め
ら

れ
る
分
野
で
遣
り
甲
斐
が
あ
り
ま

す
。
今
後
も
手
厚
く
取
り
組
ん
で
参

り
ま
す
。

ま
た
、
年
次
が
上
が
る
に
連
れ
、

企
業
か
ら
の
ご
相
談
を
頂
く
機
会
が

増
え
ま
し
た
。
弁
護
士
の
原
点
で
あ

る
寄
り
添
う
姿
勢
を
大
切
に
す
る
中

で
、
少
し
ず
つ
で
す
が
企
業
顧
問
を

初
心
を
忘
れ
ず
に

弁護士・弁理士

犬 飼 一 博

弁
護
士
の
原
点
を
肝
に
銘
じ
て

弁護士

岩 田 和 久
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て
い
ま
す
。
私
は
、
改
正
法
に
対
応

す
る
た
め
の
契
約
書
チ
ェ
ッ
ク
や
社

内
向
け
セ
ミ
ナ
ー
を
い
く
つ
か
担
当

し
て
お
り
、
日
々
の
研
鑽
を
積
む
良

い
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

精
進
中
、
剣
道
と
結
婚

私
は
、
小
学
生
時
代
に
習
い
始
め

て
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
剣
道
を

続
け
て
い
ま
す
。

普
段
は
母
校
の
大
学
で
稽
古
を
し

て
い
ま
す
が
、
社
会
人
に
な
っ
て
か

ら
、
稽
古
の
機
会
を
求
め
て
実
業
団

の
合
宿
等
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
、

剣
道
を
通
じ
た
新
た
な
交
流
を
持
つ

楽
し
さ
も
味
わ
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
も
っ
と
も
、
最
近
で
は
、
若
く

元
気
な
後
輩
達
に
後
れ
を
取
る
こ
と

が
増
え
、
基
礎
体
力
の
衰
え
を
痛
感

す
る
次
第
で
す
。
年
齢
相
応
の
技
術

を
少
し
ず
つ
習
得
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
と
思
う
反
面
、
素
直
に
衰
え

を
認
め
た
く
な
い
気
持
ち
も
あ
り
、

内
心
複
雑
で
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
私
は
、
本

年
４
月
に
結
婚
し
、
楽
し
い
新
婚
生

活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

今
後
よ
り
一
層
、
弁
護
士
と
し
て
頑

張
っ
て
い
か
ね
ば
と
思
う
次
第
で
す
。

残
業
代
と
解
雇
　
異
な
る
傾
向

弁
護
士
４
年
目
と
な
り
、
自
身
の

最
近
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
不
規

則
な
生
活
と
趣
味
の
運
動
の
時
間
が

確
保
で
き
な
い
こ
と
が
原
因
で
弁
護

士
登
録
し
て
か
ら
の
体
重
増
加
が
10

キ
ロ
に
な
っ
た
こ
と
、
つ
い
に
三
十

路
に
突
入
す
る
こ
と
、
家
庭
の
事
情

か
ら
地
元
の
京
都
に
引
っ
越
し
た
こ

と
以
外
は
、
特
に
私
の
日
常
に
大
き

な
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
私
の
日
常
に
比
べ
、

労
働
問
題
を
め
ぐ
る
状
況
は
変
化
し

て
お
り
、
労
働
案
件
が
多
様
化
し
て

い
る
と
最
近
感
じ
て
い
ま
す
。私
は
、

弁
護
士
登
録
以
来
、
使
用
者
側
の
労

働
案
件
を
担
当
す
る
こ
と
が
比
較
的

多
い
の
で
す
が
、
私
が
大
学
院
生
の

こ
ろ
（
と
い
っ
て
も
わ
ず
か
６
、７

年
前
で
す
が
）
に
は
、
労
働
案
件
を

専
門
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
実
務
家

教
員
の
弁
護
士
が
、「
労
働
案
件
は

解
雇
と
残
業
代
が
８
割
」
と
言
っ
て

い
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
自
分
自
身
が
担

当
し
て
い
る
最
近
の
事
件
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
確
か
に
、
残
業
代

請
求
の
案
件
は
相
変
わ
ら
ず
多
い
も

の
の
、
解
雇
の
案
件
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
な
く
、
紛
争
に
ま
で
発
展
す
る
案

件
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
昨
今
の
人
手
不

足
に
よ
り
使
用
者
側
と
し
て
も
解
雇

よ
り
も
人
材
確
保
を
優
先
し
て
い
る

こ
と
が
原
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
一
方
、
い
わ
ゆ
る
「
働
き
方
改

革
」
関
連
法
案
の
施
行
に
伴
う
、
労

働
者
の
待
遇
改
善
に
関
す
る
相
談
が

増
加
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
「
働
き
方
改
革
」
関

連
法
案
の
一
つ
と
し
て
、
通
常
の
労

働
者
と
有
期
・
短
時
間
労
働
者
と
の

均
等
・
均
衡
待
遇
が
言
わ
れ
、
マ

ス
コ
ミ
等
で
は
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
「
同
一
労
働

同
一
賃
金
」
と
は
非
常
に
ミ
ス
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
な
表
現
で
、
こ
の
た
め
、

年
功
序
列
制
度
が
撤
廃
さ
れ
る
等
の

誤
解
を
招
い
て
い
る
例
が
散
見
さ
れ

ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
の

近
況
報
告
と
は
話
題
が
離
れ
て
し
ま

い
ま
す
の
で
、
割
愛
し
ま
す
が
、
気

に
な
る
方
は
個
別
に
弊
所
ま
で
ご
相

談
下
さ
い
。

次
回
に
乞
う
ご
期
待

本
稿
で
は
、
労
働
問
題
の
近
時
の

傾
向
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が
、
次

回
の
近
況
報
告
で
は
、
不
規
則
な
生

活
を
解
消
し
、
趣
味
で
あ
る
運
動
の

時
間
を
確
保
し
て
体
重
減
少
に
成
功

し
た
と
報
告
で
き
る
よ
う
、
今
後
、

自
分
の
生
活
改
革
を
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
次
回
の
近
況
報
告
に

是
非
ご
期
待
下
さ
い
。

Ａ
Ｉ
・
Ｉ
ｏ
Ｔ
社
会
の
到
来

平
成
28
年
１
月
よ
り
弊
所
に
て
弁

護
士
と
し
て
勤
務
を
開
始
し
今
年
で

４
年
目
と
な
り
ま
し
た
。
私
は
入
所

し
て
以
降
、
特
に
、
知
的
財
産
分
野

に
重
点
的
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん

で
お
り
、
主
に
、
ロ
ゴ
や
マ
ー
ク
に

つ
い
て
の
商
標
・
不
正
競
争
防
止
法

に
関
す
る
ご
相
談
や
、
特
許
関
係
の

ご
相
談
、
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
用
い
た
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
分
野
に

関
す
る
ご
相
談
等
を
取
り
扱
っ
て
い

ま
す
。

近
年
、
企
業
活
動
の
中
で
知
的
財

産
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
重
要

性
は
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、
知
的
財

産
に
関
す
る
知
見
は
、
も
は
や
社
会

の
一
部
の
方
々
だ
け
が
理
解
し
て
い

れ
ば
よ
い
と
い
う
時
代
で
は
な
く
な

り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
加

え
て
、既
に
到
来
し
つ
つ
あ
る
Ａ
Ｉ
・

Ｉ
ｏ
Ｔ
化
社
会
に
お
い
て
は
、
最
新

技
術
に
対
す
る
理
解
も
よ
り
一
層
不

可
欠
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

知
的
財
産
の
社
会
に
お
け
る
重
要

性
が
増
大
す
る
中
、
依
頼
者
の
皆
様

の
ニ
ー
ズ
に
お
応
え
で
き
る
よ
う
、

私
も
研
鑽
を
積
ん
で
お
り
、
例
え
ば

知
的
財
産
実
務
研
究
会
（
デ
ー
タ
・

Ａ
Ｉ
研
究
班
）、
知
的
所
有
権
問
題

研
究
会
、
関
西
特
許
研
究
会
（
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
部
会
）、
大
阪
弁
護
士
会

知
的
財
産
委
員
会
等
に
積
極
的
に
参

加
す
る
等
、
日
々
、
知
見
の
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
に
努
め
る
と
と
も
に
、
講
演

や
執
筆
等
の
外
部
に
向
け
た
情
報
発

信
に
も
力
を
入
れ
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
、
個
別
の
紛
争
案
件
の
対

応
に
限
ら
ず
、
研
修
や
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催
も
含
め
、
お
気
軽
に
ご
相
談
い

た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
発
信

弊
所
で
は
、
２
年
程
前
か
ら
新
た

な
試
み
と
し
て
「
梅
ヶ
枝
通
信
」
と

い
う
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
配
信
を

行
っ
て
お
り
、
私
は
主
担
当
者
と
し

て
情
報
発
信
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

読
者
の
皆
様
か
ら
の
連
載
テ
ー
マ
の

ご
要
望
に
も
対
応
し
て
お
り
ま
す
の

で
ご
要
望
の
テ
ー
マ
等
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
是
非
と
も
ご
連
絡
下
さ
い
。

配
信
登
録
が
お
済
み
で
な
け
れ
ば
、

是
非
こ
の
機
会
に
ご
登
録
下
さ
い
。

今
後
も
依
頼
者
の
皆
様
の
様
々
な

ニ
ー
ズ
に
お
応
え
で
き
る
よ
う
、
よ

り
一
層
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
に
日
々
邁
進

す
る
所
存
で
す
の
で
、
何
卒
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

平
成
28
年
１
月
に
当
事
務
所
に
入
所

し
、
早
い
も
の
で
丸
３
年
半
が
経
過
し

ま
し
た
。

高
校
理
科
を
ゼ
ロ
か
ら
勉
強

入
所
早
々
に
当
事
務
所
の
知
財
部

チ
ー
ム
に
所
属
し
、
１
年
目
か
ら
特

許
、
商
標
、
著
作
権
、
不
正
競
争
防

止
法
な
ど
、
多
種
多
様
な
知
財
事
件

を
担
当
し
て
い
ま
す
。

知
財
事
件
の
う
ち
、
特
に
特
許
事

件
、
そ
れ
も
相
談
を
聞
い
た
当
初
は

ど
ん
な
発
明
な
の
か
理
解
で
き
ず
、

発
明
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、

高
校
の
理
科
の
教
科
書
を
１
か
ら

（
ほ
ぼ
忘
れ
て
い
ま
す
の
で
実
質
的

に
は
ゼ
ロ
か
ら
）
勉
強
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
な
事
件
を
取
り
扱
う

こ
と
に
、特
に
面
白
味
を
感
じ
ま
す
。

当
該
事
件
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、

当
該
発
明
の
開
発
者
の
方
と
の
打
ち

合
わ
せ
や
文
献
調
査
を
地
道
に
重
ね
、

技
術
者
と
も
議
論
で
き
る
知
識
や
理

解
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
を
さ
ら
に
裁

判
所
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に

平
易
な
言
葉
で
説
明
す
る
と
い
う
作

業
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

作
業
は
大
変
で
は
あ
り
ま
す
が
、
非

常
に
や
り
甲
斐
を
感
じ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
知
財
関
連
の
ご
相
談

か
ら
派
生
し
、
薬
機
法
、
健
康
増
進

法
、
食
品
表
示
法
等
、
よ
り
多
様
で

専
門
性
の
高
い
領
域
の
ご
相
談
を
扱

う
こ
と
も
増
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昨
今
、
債
権
法
改
正
、
相

続
法
改
正
と
重
要
な
法
改
正
が
続
い

変
革
の
労
働
問
題

弁護士

日下 部太一

知
財
対
応
に
や
り
甲
斐弁護士

戀 田 　 剛

知
財
分
野
の
専
門
家
と
し
て

弁護士

甲 斐 一 真

近況報告
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１　

労
働
時
間
の
縮
減

１
９
８
９
年
か
ら
平
成
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
平
成
が
始
ま
っ

た
当
時
は
バ
ブ
ル
経
済
の
真
っ
只
中
で
し
た
。
平
成
元
年
の
流
行

語
を
見
る
と
、
労
働
分
野
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、「
セ
ク
シ
ャ
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
「
24
時
間
戦
え
ま
す
か
」
と
い
う
栄
養
ド
リ
ン

ク
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。

セ
ク
ハ
ラ
に
つ
い
て
は
、
平
成
の
間
に
社
会
認
知
度
も
向
上
し
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
昨

今
で
は
、
マ
タ
ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
モ
ラ
ハ
ラ
、
ア
カ
ハ
ラ
な
ど
い

ろ
い
ろ
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
カ
ス
ハ
ラ
な

ど
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
お
分
か
り
に
な
り
ま
す
か
。

後
者
の
「
24
時
間
戦
え
ま
す
か
」
は
、
若
い
方
の
中
に
は
、
こ

の
よ
う
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
方
も
多

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
高
度
経
済
成
長
の
流
れ
を
受
け
て
、
平
成

の
初
期
の
こ
ろ
は
、
長
時
間
労
働
が
当
た
り
前
の
時
代
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
か
ら
日
本
人
の
働
き
過
ぎ
は
指
摘
さ
れ

て
お
り
、か
つ
て
は
法
定
労
働
時
間
が
週
48
時
間
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

平
成
６
年
以
降
、
週
40
時
間
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。
休
日
に
つ
い

て
も
、
週
休
２
日
制
が
、
す
っ
か
り
定
着
し
た
感
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
平
成
19
年
に
は
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推

進
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
22
年
か
ら
は
月
60
時

間
を
越
え
る
残
業
時
間
に
つ
い
て
割
増
賃
金
率
が
50
％
に
引
き
上

げ
ら
れ
、
長
時
間
労
働
の
抑
制
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
中
小
企
業
に
お
い
て
も
割
増
賃
金

率
50
％
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
平
成
30
年
に
は
、
少
子
高
齢
化
に
伴
う
生
産
年
齢
人

口
の
減
少
や
、
育
児
・
介
護
と
の
両
立
な
ど
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
の

多
様
化
を
受
け
て
、
働
き
方
改
革
が
実
践
さ
れ
、
法
律
に
よ
っ
て

長
時
間
労
働
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
原
則
と
し
て
、

月
45
時
間
、
年
360
時
間
を
越
え
る
残
業
は
許
さ
れ
な
く
な
り
、
例

外
的
に
、
月
45
時
間
を
越
え
る
労
働
が
で
き
る
の
も
年
間
６
か
月

ま
で
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
を
振
り
返
る
と
、労
働
時
間
の
短
縮
が
進
ん
だ
時
代
で
あ
っ

た
と
い
え
ま
す
。

２　

非
正
規
雇
用
の
増
大

ま
た
、
平
成
の
時
代
は
、
非
正
規
雇
用
が
進
ん
だ
時
代
で
も
あ

り
ま
し
た
。

バ
ブ
ル
期
は
好
景
気
で
人
手
不
足
で
し
た
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後

は
一
転
し
て
、
企
業
は
過
剰
な
労
働
力
を
調
整
す
る
た
め
に
雇
用

を
抑
制
し
、
平
成
５
年
か
ら
平
成
17
年
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
就
職
氷

河
期
な
ど
と
呼
ば
れ
、
就
職
難
が
続
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
正

社
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
若
者
が
続
出
し
、パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、

ア
ル
バ
イ
ト
、契
約
社
員
と
い
っ
た
非
正
規
雇
用
が
急
増
し
ま
し
た
。

一
般
的
に
、
非
正
規
雇
用
は
給
与
が
低
く
抑
え
ら
れ
、
そ
の
地

位
も
不
安
定
な
場
合
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

平
成
５
年
に
は
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す

る
法
律
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
）
が
施
行
さ
れ
、
非
正
規
社
員

の
待
遇
の
改
善
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
正
社
員
と
非
正
規
社
員
と
の
間
の
格
差
の
拡

大
が
看
過
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
非
正
規
社
員
と
正
社
員

と
の
均
衡
処
遇
の
確
保
等
を
目
的
と
し
て
、
平
成
20
年
に
は
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
法
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
続
く

平
成
24
年
の
労
働
契
約
法
の
改
正
で
、
同
じ
会
社
で
有
期
労
働
契

約
が
更
新
さ
れ
て
通
算
５
年
を
超
え
た
と
き
に
労
働
者
の
申
込
み

に
よ
っ
て
無
期
労
働
契
約
に
転
換
さ
れ
る
ル
ー
ル
が
法
的
に
導
入

さ
れ
る
と
と
も
に
、
労
働
契
約
に
お
い
て
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ

と
に
よ
る
不
合
理
な
労
働
条
件
を
定
め
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
改
正
労
働
契
約
法
を
根
拠
に
同
一
労
働
同
一
賃
金
が
争
わ

れ
た
事
件
に
つ
い
て
、
平
成
30
年
に
最
高
裁
が
判
断
を
示
し
た
こ

と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

平
成
30
年
の
統
計
を
見
る
と
、
非
正
規
社
員
は
全
労
働
者
の
４

割
近
く
を
占
め
る
ま
で
増
加
し
て
お
り
、
正
社
員
の
割
合
は
年
々

減
少
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
正
社
員
の
割
合
の
減
少
は
、
非
正

規
社
員
の
増
加
と
の
相
対
関
係
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
す
が
、

企
業
に
と
っ
て
正
社
員
の
雇
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
経
済
的
負
担

に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

平
成
の
時
代
に
あ
っ
て
は
そ
の
多
く
が
終
身
雇
用
で
し
た
が
、

令
和
に
な
っ
て
間
も
な
く
、
経
済
界
の
ト
ッ
プ
が
終
身
雇
用
を
前

提
と
す
る
こ
と
が
限
界
に
な
っ
て
い
る
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て
も
、
終
身
雇
用
は
、
平
成
の
遺
物
と
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

１　

知
的
財
産
法
の
制
度
整
備

特
許
や
著
作
権
、
商
標
権
な
ど
の
知
的
財
産
権
を
巡
る
制
度
や

そ
れ
に
関
連
す
る
法
令
の
整
備
は
、
平
成
の
時
代
に
大
き
く
変
革

し
ま
し
た
。

も
と
も
と
現
行
の
特
許
法
は
、
昭
和
34
年
（
１
９
５
９
年
）
に

全
面
改
正
さ
れ
た
も
の
で
し
た
が
、
１
９
９
０
年
代
に
入
る
ま
で
の

間
、
目
立
っ
た
特
許
法
の
改
正
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

特
許
制
度
・
知
的
財
産
制
度
は
、
国
や
企
業
の
経
済
活
動
と
密

接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
平
成
の
初
期
ま
で
は
、
国
家

と
し
て
の
特
許
戦
略
と
呼
べ
る
も
の
は
な
い
に
等
し
い
状
況
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

平
成
９
年
に
一
つ
の
胎
動
が
あ
り
ま
し
た
。「
21
世
紀
の
知
的
財

産
権
を
考
え
る
懇
談
会
」
と
い
う
特
許
庁
長
官
の
私
設
懇
談
会
が

設
け
ら
れ
、
そ
の
報
告
書
で
「
知
的
財
産
権
の
広
い
保
護
」「
知
的

財
産
権
振
興
」「
知
的
財
産
権
政
策
の
国
家
的
取
組
み
」
な
ど
８
つ

の
具
体
的
提
言
が
出
さ
れ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
21
世
紀
を
迎
え
た
平
成
14
年
か
ら
、
め
ま
ぐ
る
し
い
勢
い

で
知
的
財
産
権
の
制
度
整
備
に
向
け
た
動
き
が
活
発
化
し
ま
し
た
。

平
成
14
年
２
月
、
当
時
の
小
泉
首
相
が
「
知
的
財
産
立
国
宣
言
」

を
発
表
、
同
年
３
月
に
は
「
知
的
財
産
戦
略
会
議
」
の
開
催
、
同

年
７
月
に
は
「
知
的
財
産
戦
略
大
綱
」
の
作
成
と
続
き
、
同
年
11

月
に
は
こ
の
大
綱
を
受
け
た
「
知
的
財
産
基
本
法
」
が
制
定
さ
れ

ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
15
年
３
月
に
設
置
さ
れ
た
「
知
的
財
産
戦
略
本
部
」

か
ら
「
知
的
財
産
推
進
計
画
」
が
出
さ
れ
、
以
後
、
毎
年
こ
の
推

進
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

２　

知
的
財
産
法
の
法
改
正
及
び
裁
判
の
動
向

法
改
正
関
連
で
は
、
平
成
８
年
の
新
民
事
訴
訟
法
制
定
時
に
、

特
許
権
の
侵
害
訴
訟
の
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
、
通
常
管
轄
の
他
に
、

東
日
本
は
東
京
地
裁
、
西
日
本
は
大
阪
地
裁
に
も
提
起
で
き
る
と

い
う
競
合
管
轄
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
特

に
関
西
圏
域
で
は
、
知
的
財
産
権
を
巡
る
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
が

大
幅
に
や
り
易
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
15
年
に
は
、
特
許
侵
害
訴
訟
等
の
東
京
地
裁
及

び
大
阪
地
裁
へ
の
専
属
管
轄
化
、
特
許
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
控
訴

審
に
つ
い
て
の
（
第
１
審
が
大
阪
地
裁
分
も
含
め
て
）
東
京
高
等
裁

判
所
へ
の
専
属
管
轄
化
、
意
匠
権
・
商
標
権
・
著
作
権
等
の
侵
害

訴
訟
に
つ
い
て
、
通
常
管
轄
の
他
に
東
京
地
裁
又
は
大
阪
地
裁
へ
提

起
で
き
る
と
い
う
競
合
管
轄
の
規
定
が
新
た
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
知
的
財
産
権
を
扱
う
部
門
が
集
約
さ
れ
、
専
門

的
知
見
を
持
っ
た
裁
判
官
が
集
中
的
に
事
件
を
審
理
す
る
体
制
が

整
っ
た
と
い
え
ま
す
。

そ
の
集
大
成
と
し
て
、
平
成
16
年
、
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設

置
法
が
制
定
さ
れ
、
知
的
財
産
権
に
関
す
る
事
件
を
専
門
的
に
取

り
扱
う
知
財
高
裁
が
誕
生
し
ま
し
た
。

裁
判
に
目
を
向
け
る
と
、
平
成
の
特
許
権
侵
害
訴
訟
関
係
で
の

エ
ポ
ッ
ク
的
な
出
来
事
と
し
て
は
、
平
成
10
年
２
月
に
「
ボ
ー
ル
ス

プ
ラ
イ
ン
事
件
」
で
最
高
裁
が
「
均
等
論
」
を
認
め
る
判
決
が
だ

さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
特
許
権
侵
害
が
成
立
す
る
範

囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
12
年
４
月
に
「
キ
ル
ビ
ー
事
件
」
で
、
最
高
裁
は

「
特
許
に
無
効
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
に
は
、
権

利
濫
用
と
し
て
権
利
で
き
な
い
」
と
の
判
決
を
出
し
て
、
特
許
侵

害
訴
訟
で
の
特
許
無
効
主
張
の
道
を
開
い
て
、
い
わ
ゆ
る
ダ
ブ
ル
・

ト
ラ
ッ
ク
問
題
に
つ
い
て
一
定
の
整
理
の
道
筋
を
示
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
そ
の
後
の
平
成
18
年
特
許
法
改
正
に
お
け
る
特
許
無

効
の
抗
弁
（
特
許
法
104
条
の
３
）
の
新
設
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

３　

知
財
業
務
の
歩
み

最
後
に
、
当
事
務
所
に
関
し
て
振
り
返
り
ま
す
と
、
私
は
平
成

８
年
に
当
事
務
所
に
入
所
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
知
的
財
産
権

事
案
の
対
応
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

私
が
初
め
て
担
当
し
た
知
的
財
産
権
の
事
案
は
、
平
成
12
年
６

月
に
大
阪
地
裁
で
判
決
の
あ
っ
た
街
路
灯
の
デ
ザ
イ
ン
図
等
の
著

作
権
侵
害
（
複
製
権
、
翻
案
権
等
）
が
争
い
と
な
っ
た
案
件
で
す
。

　

こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
知
的
財
産
案
件
の
紛
争
処
理

や
契
約
関
係
の
業
務
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

平
成
19
年
７
月
に
は
、
飲
食
店
の
店
舗
外
観
の
模
倣
行
為
が
不

正
競
争
防
止
法
違
反
（
周
知
営
業
表
示
の
模
倣
行
為
）
と
な
る
か

否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
大
阪
地
裁
か
ら
、
店
舗
外
観
が
営
業
表

示
性
を
取
得
し
て
保
護
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
の
判

断
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
平
成
25
年
９
月
に
は
大
阪
市
の
複
合
ビ
ル
の
敷
地
内

に
造
園
さ
れ
た
大
き
な
庭
園
に
工
作
物
を
設
置
す
る
こ
と
が
、
庭

園
設
計
者
の
同
一
性
保
持
権
を
侵
害
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
案
件

で
、
本
件
工
作
物
の
設
置
行
為
は
、
建
築
物
の
改
変
の
場
合
に
お

け
る
「
模
様
替
え
」
に
該
当
し
、
全
体
と
し
て
同
一
性
保
持
権
の
侵

害
に
は
当
た
ら
な
い
、な
ど
と
の
判
決
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

現
在
で
は
、
犬
飼
、
甲
斐
、
戀
田
の
４
名
の
弁
護
士
で
知
的
財

産
部
を
立
ち
上
げ
て
お
り
、
平
成
の
時
代
は
、
当
事
務
所
で
も
大

き
な
変
革
が
あ
っ
た
時
代
と
言
え
ま
す
。

１　

会
社
法
の
制
定

平
成
初
期
に
遡
る
と
、
会
社
法
は
未
だ
制
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
会

社
に
関
す
る
規
定
は
商
法
や
そ
の
他
の
法
令
で
分
断
し
て
規
定
さ
れ

て
い
る
状
況
で
し
た
。
平
成
初
期
に
は
、
平
成
２
年
の
最
低
資
本
金

制
度
の
導
入
、
平
成
５
年
の
大
会
社
の
監
査
制
度
を
充
実
す
る
た
め

の
改
正
等
、
頻
繁
に
改
正
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
も
平
成
９
年
以
降
は

規
制
緩
和
の
大
き
な
流
れ
の
中
、
毎
年
の
よ
う
に
商
法
の
改
正
が
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
商
法
の
制
定
か
ら
100
年
以
上
が
経
過
し
、
片

仮
名
文
語
体
（
例
え
ば
「
会
社
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス
」
と
い
っ
た
規
定

で
す
）
の
法
形
式
で
は
時
代
遅
れ
の
感
が
否
め
ず
、
ま
た
、
社
会
経

済
情
勢
の
変
化
の
中
で
、
会
社
法
制
の
全
般
的
な
見
直
し
の
必
要
性

が
強
く
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
平
成
17
年
２
月
９
日
に
会
社
法
制
の
現
代
化
に
関

す
る
要
綱
が
示
さ
れ
、
基
本
方
針
と
し
て
、
旧
商
法
第
２
編
の
会
社

に
関
す
る
内
容
、
有
限
会
社
法
、
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商

法
特
例
法
な
ど
を
一
つ
の
法
典
と
し
て
新
た
た
に
編
成
し
直
す
と
と

も
に
、
片
仮
名
文
語
体
か
ら
平
仮
名
口
語
体
と
す
る
こ
と
、
解
釈
等

の
明
確
化
の
観
点
か
ら
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る

「
会
社
法
制
の
現
代
語
化
」、
さ
ら
に
会
社
に
係
る
諸
制
度
間
の
規
律

弁護士・弁理士

中世 古 裕之

【
知
的
財
産
】
国
家
施
策
と
し
て
の
知
財
戦
略

法は世につれ 世は法につれ 法
は
世
に
つ
れ 

世
は
法
に
つ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
「
平
成
」
の
日
本
と
法
の
変
遷
～

弁護士

西 村 勇 作

【
労
働
法
制
】
労
働
時
間
、
雇
用
形
態
の
様
変
わ
り

弁護士

氏 家 真 紀 子

【
会
社
法
制
】
会
社
法
の
誕
生
と
発
展
の
時
代
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保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
り
準
則
化
が
さ
れ
る
に
至
り

ま
し
た
。

企
業
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
お
い
て
、
退
出
局
面
、
再
生
・
再
編

局
面
は
、
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
（
自
由
放
任

≒

個
々
人
が
自
ら
の
利

己
的
動
機
付
け
で
行
動
す
る
。）
だ
け
で
は
物
事
が
前
に
進
み
に
く

い
と
さ
れ
（
経
営
者
個
人
に
保
証
の
負
担
を
求
め
て
き
た
金
融
慣

行
も
、
倒
産
制
度
の
利
用
を
一
層
躊
躇
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。）、
資
本
主
義
の
成
熟
度
は
、
そ
の
国
の
倒
産
制
度
の
発
達
度
合

い
で
測
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
の
厳
し
い
経
済
環
境
は
、
戦
後
の
平
和
と
繁
栄
の
時
代
を
享

受
し
た
我
が
国
の
倒
産
制
度
を
否
応
な
く
発
達
さ
せ
、
我
が
国
に
お

け
る
資
本
主
義
の
成
熟
度
を
高
め
た
と
い
う
面
は
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

３　

新
た
な
課
題

平
成
21
年
か
ら
同
30
年
の
上
場
企
業
倒
産
件
数
は
、
49
件
（
年

平
均
4.9
件
）
と
大
幅
に
減
少
し
ま
し
た
。
金
融
機
関
の
不
良
債
権
処

理
が
峠
を
越
え
、
資
金
調
達
の
環
境
が
改
善
、
さ
ら
に
輸
出
企
業
を

中
心
と
す
る
上
場
企
業
の
業
績
回
復
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
倒
産

の
沈
静
化
を
後
押
し
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
平
成
30
年
の
「
休
廃
業
・
解
散
企
業
数
」
は
、

４
万
６
７
２
４
件
（
前
年
比

14.2
％
増
）
と
高
水
準
と
な
っ
て
お
り
、

背
景
に
は
経
営
者
の
高
齢
化
に
よ
り
事
業
承
継
が
難
し
く
な
っ
て
い

る
事
情
が
あ
り
ま
す
。
経
営
が
不
振
で
も
、
国
の
政
策
と
銀
行
の
金

融
支
援
で
生
き
延
び
て
い
る
企
業
が
、
倒
産
手
続
を
介
し
た
バ
ト
ン

タ
ッ
チ
の
代
わ
り
に
、
休
廃
業
・
解
散
を
選
択
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
企
業
に
お
い
て
次
の
経
営
の
担
い
手
を
見
出
す
こ
と

は
、
個
人
保
証
の
負
担
等
か
ら
難
航
す
る
こ
と
が
想
像
に
難
く
あ
り

ま
せ
ん
。

し
か
し
、
有
用
な
経
営
資
源
に
根
差
し
た
事
業
が
雲
散
霧
消
す
る

こ
と
は
、
社
会
経
済
上
も
大
き
な
不
利
益
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
事
業
価
値
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
当
該
事
業
の
承
継
を
諦

め
ず
、
社
外
へ
の
承
継
を
含
め
粘
り
き
る
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

４　

最
後
に

自
ら
の
勤
務
先
や
取
引
先
の
企
業
が
突
如
倒
産
と
な
り
、
大
変
な

苦
労
を
さ
れ
た
方
々
そ
の
ご
家
族
に
と
っ
て
は
、
平
成
は
非
常
に
辛

い
時
代
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
し
ま
す
。
こ
う
し
た
苦
し
み
が
繰
り

返
さ
れ
な
い
よ
う
、
痛
み
を
最
小
化
で
き
る
よ
う
、
法
律
家
と
し
て

力
を
尽
く
せ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

【
中
国
関
係
】　

天
安
門
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
、
平
成
に
入
っ
て
ま
も
な
く
の
平

成
元
年
４
月
で
す
。
鄧
小
平
は
市
場
経
済
を
取
り
入
れ
、
経
済
は
大

き
く
発
展
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
伴
い
学
生
ら
の
民
主
化
要
求
が
強

ま
り
、
あ
の
悲
劇
が
起
こ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
中
国
は
そ
の
後
も
高

度
経
済
成
長
を
続
け
、
平
成
13
年
１
１
月
に
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿

易
機
関
）
へ
の
加
盟
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

他
方
で
、
日
本
と
の
関
係
が
微
妙
に
な
っ
た
の
も
ま
た
平
成
で
す
。

平
成
17
年
、
中
国
全
土
で
、
反
日
デ
モ
が
起
こ
り
、
日
系
の
店
や
日

本
車
が
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
に
中
国
・
上
海
に
留
学
し
た
筆
者

は
、
留
学
期
間
の
大
半
を
、
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
ま
ま
の
在
上
海
日

本
領
事
館
を
見
て
過
ご
す
こ
と
に
な
り
、
心
を
痛
め
た
も
の
で
す
。

平
成
24
年
に
も
、
日
本
の
尖
閣
諸
島
国
有
化
を
契
機
と
し
て
、
再
び

反
日
デ
モ
が
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
反
日
デ
モ
も
、
中
国
の
民
衆
た

ち
が
経
済
発
展
に
よ
り
自
信
を
つ
け
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
。
日
本
企
業
に
と
っ
て
は
、
中
国
の
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス

ク
を
強
く
認
識
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
は
、
中
国
に
お
い
て
、
市
場
経
済
に
必
要
な
法
律
が
急
速
に

整
備
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
末
期
に
は
、
民
商
法
で

主
だ
っ
た
法
律
は
、
民
法
通
則
の
み
で
し
た
が
、
平
成
に
入
り
、
会

社
法
（
平
成
５
年
）、
契
約
法
（
平
成
11
年
）、
企
業
倒
産
法
（
平
成

18
年
）、
物
権
法
（
平
成
19
年
）、
独
占
禁
止
法
（
平
成
19
年
）
が
成

立
し
（
カ
ッ
コ
内
は
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
年
）、
主
だ
っ
た
法
律
が
出
揃

い
ま
し
た
。

た
だ
法
律
が
出
揃
っ
た
と
い
っ
て
も
、
企
業
が
中
国
に
進
出
す
る

際
に
苦
労
す
る
法
制
が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
知
的
財
産

権
で
す
。
中
国
は
１
９
８
０
年
に
は
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
（
世
界
知
的
所
有
権

機
関
）
に
加
盟
し
、
昭
和
の
間
に
、
商
標
法
や
特
許
法
を
成
立
さ
せ

て
い
ま
し
た
が
、
今
で
も
、
外
国
で
有
名
な
ブ
ラ
ン
ド
の
抜
け
駆
け

商
標
登
録
が
横
行
し
、「
無
印
商
品
」
も
昨
年
敗
訴
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
日
本
と
異
な
り
、
外
国
で
は
有
名
で
も
、
中
国
で
は
ま
だ
有
名

で
は
な
い
ブ
ラ
ン
ド
に
つ
き
、
商
標
登
録
で
き
る
こ
と
が
一
因
で
す
。

し
か
し
、
中
国
は
特
許
出
願
件
数
が
世
界
１
位
に
な
り
、
中
国
企

業
が
特
許
や
商
標
の
ラ
イ
セ
ン
サ
ー
に
な
る
場
面
が
増
え
て
い
ま
す

の
で
、
令
和
の
時
代
に
は
、
そ
の
知
的
財
産
戦
略
が
大
き
く
変
わ
っ

て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

【
欧
米
関
係
】

平
成
時
代
の
日
本
の
法
整
備
に
与
え
た
主
た
る
欧
米
法
に
つ
い
て

振
り
返
り
ま
す
。

経
済
活
動
に
関
す
る
法
分
野
で
は
、
製
造
物
責
任
法
の
制
定
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

高
度
な
技
術
発
展
に
伴
い
、
消
費
者
が
製
造
者
の
過
失
を
立
証

す
る
こ
と
が
困
難
化
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
平
成
６
年
、
欧

米
に
な
ら
い
製
造
物
責
任
法
が
日
本
で
も
制
定
さ
れ
、
消
費
者
側
の

立
証
の
負
担
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
ま
し
た
。
奇
し
く
も
こ
の
年
、
ア

メ
リ
カ
で
は
有
名
な
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
コ
ー
ヒ
ー
事
件
の
判
決
が
出

さ
れ
ま
し
た
。
コ
ー
ヒ
ー
に
よ
る
火
傷
で
、
同
法
に
基
づ
き
同
社
の

責
任
と
約
３
億
円
の
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
ど
ん
な
因
果

弁護士

三 好 吉 安

【
渉
外
】
海
外
情
勢
・
法
制
度
が
日
本
に
与
え
た
影
響

の
不
均
衡
の
是
正
と
最
近
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た

め
の
各
種
制
度
の
見
直
し
を
内
容
と
す
る
「
実
質
改
正
」
の
２
つ
が

掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
て
、
平
成
17
年
７
月
26
日
、
商
法

の
一
部
か
ら
独
立
し
、
新
た
に
「
会
社
法
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
会
社
法
で
は
、
用
語
が
整
理
さ
れ
、
平
仮
名
口
語
体
に
よ
る

表
記
に
改
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
実
質
改
正
」
と
し
て
、
①
株
式

会
社
と
有
限
会
社
の
統
合
、
②
会
社
設
立
時
の
規
制
の
緩
和
（
最

低
資
本
金
制
度
の
廃
止
、
会
社
設
立
手
続
き
の
合
理
化
・
簡
素
化
）、

③
機
関
設
計
の
柔
軟
化
、
④
一
部
の
種
類
の
株
式
に
つ
い
て
の
み
譲

渡
制
限
を
付
す
こ
と
の
明
文
化
、
⑤
社
債
発
行
を
可
能
と
す
る
会
社

の
拡
大
（
取
締
役
会
非
設
置
会
社
に
お
け
る
社
債
発
行
を
可
能
と
す

る
）、
社
債
発
行
手
続
き
の
明
確
化
・
簡
素
化
、
⑥
組
織
再
編
の
対

価
の
柔
軟
化
、
⑦
清
算
手
続
き
の
簡
素
化
・
合
理
化
、
⑧
合
同
会
社

の
創
設
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

私
は
、
会
社
法
は
体
系
的
に
整
理
さ
れ
、
法
律
関
係
の
適
用
、
解

釈
、
効
果
等
も
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
個
人
的
に
は
と
て

も
分
か
り
や
す
い
法
律
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

２　

会
社
法
の
本
格
的
改
正

そ
の
後
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
、
日
本
企
業
で
は

十
分
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、

規
律
を
見
直
す
べ
き
と
の
指
摘
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、

親
子
会
社
に
関
す
る
規
定
の
整
備
も
、
会
社
法
制
定
以
前
か
ら
指
摘

さ
れ
て
い
た
課
題
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
、
会
社
法
制
定
後
は
じ
め
て
、
平
成
26

年
に
会
社
法
の
本
格
的
な
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
会
社
法
の
改
正
は
、
①
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
、

②
親
子
会
社
の
規
律
の
整
備
を
主
な
柱
と
し
て
お
り
、
①
に
つ
い
て

は
、
取
締
役
会
の
監
督
強
化
を
目
的
と
し
て
、
社
外
取
締
役
の
要
件

の
厳
格
化
、
社
外
取
締
役
を
選
任
し
な
い
場
合
の
株
主
総
会
に
お
け

る
説
明
義
務
等
の
新
設
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
創
設
等
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
②
に
つ
い
て
は
、
親
会
社
株
主
の
保
護
を
目
的
と
し
た
特

定
責
任
追
及
訴
訟
制
度
の
創
設
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
規
制
の
見
直

し
（
株
式
等
売
渡
請
求
の
制
度
の
創
設
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類

株
式
の
取
得
・
株
式
併
合
の
場
面
に
お
け
る
情
報
開
示
の
充
実
・
差

止
め
制
度
の
創
設
等
）、
組
織
再
編
に
お
け
る
差
止
め
請
求
の
新
設
、

会
社
分
割
に
お
け
る
債
権
者
の
保
護
等
を
内
容
と
す
る
改
正
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

３　

平
成
か
ら
令
和
へ

以
上
の
と
お
り
、
会
社
法
制
は
平
成
の
時
代
に
お
い
て
、「
現
代

語
化
」、「
全
面
改
正
」
と
い
う
大
き
な
変
化
を
経
て
独
立
し
た
法
律

と
な
り
、
さ
ら
に
時
代
の
流
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
改
正
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

も
っ
と
も
、
平
成
26
年
の
改
正
で
も
十
分
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、

改
正
時
に
そ
の
附
則
に
お
い
て
、
施
行
後
２
年
を
経
過
し
た
時
点
で
、

社
外
取
締
役
の
選
任
状
況
そ
の
他
の
社
会
情
勢
の
変
化
等
を
勘
案

し
、
企
業
統
治
に
係
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
の
義
務
付
け

等
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
と
し
て
当
初
よ
り
見
直
し
が
予
定
さ
れ
、

実
際
に
、
一
部
の
会
社
へ
の
社
外
取
締
役
の
設
置
の
義
務
化
を
含
め
、

再
度
の
会
社
法
改
正
に
向
け
た
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

令
和
時
代
に
お
い
て
も
、
会
社
法
制
の
改
正
動
向
か
ら
は
、
目
が

離
せ
な
い
状
況
で
す
。

１　

神
話
崩
壊
の
時
代

平
成
元
年
（
１
９
８
９
年
）
12
月
29
日
、
日
経
平
均
株
価
が
史
上

最
高
値
の
３
万
８
９
１
５
円
を
記
録
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
、
日
本
経
済
は
「
失
わ
れ
た
20
年
」
と
も
言
わ
れ

る
長
期
不
況
に
陥
り
ま
し
た
。

90
年
代
（
平
成
２
年
以
降
）
に
は
、
不
良
債
権
に
苦
し
む
金
融
機

関
の
破
綻
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
２
０
０
０
年
代
（
同
12
年
以
降
）
に

入
る
と
デ
フ
レ
が
蔓
延
し
、
２
０
０
３
年
（
同
15
年
）
に
は
日
経
平

均
株
価
が
７
６
０
７
円
に
ま
で
至
り
、２
０
０
８
年（
同
20
年
）の
リ
ー

マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
世
界
同
時
不
況
に
も
襲
わ
れ
ま
し
た
。

株
式
会
社
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
同
社
が
全
国
倒
産
集

計
を
開
始
し
た
昭
和
27
年
か
ら
同
63
年
ま
で
の
「
昭
和
」
の
37
年
間

の
上
場
企
業
倒
産
数
は
、
合
計
95
件
（
年
平
均
2.5
件
）
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、「
平
成
」
は
同
元
年
か
ら
同
10
年
で
44
件
（
年
平
均
4.4
件
）、

同
11
年
か
ら
同
20
年
で
は
140
件
（
年
平
均
14
件
）
と
急
増
し
て
い
ま

す
。
平
成
の
30
年
間
で
み
る
と
、
昭
和
の
３
倍
の
ペ
ー
ス
（
年
平
均

7.7
件
）
で
上
場
企
業
の
倒
産
が
発
生
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
は
、
地
価
上
昇
を
背
景
と
し
た
『
銀
行
、
上
場
企
業
、
老
舗

企
業
は
倒
産
し
な
い
』
と
い
う
神
話
が
崩
壊
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と

い
え
ま
す
。

２　

倒
産
法
制
の
発
達

こ
う
し
た
平
成
に
お
け
る
倒
産
件
数
の
急
増
は
、
経
済
情
勢
の
著

し
い
悪
化
だ
け
で
は
な
く
、
倒
産
法
制
の
発
達
も
そ
の
背
景
に
あ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
平
成
に
お
い
て
は
、
民
事
再
生
法
（
同
12
年
施
行
）、

会
社
更
生
法
（
同
14
年
改
正
法
施
行
）、
破
産
法
（
同
17
年
改
正
法

施
行
）
と
い
っ
た
法
的
整
理
の
た
め
の
法
律
が
、
よ
り
迅
速
に
使
い

や
す
い
法
律
と
し
て
成
立
・
改
正
さ
れ
、
裁
判
所
も
そ
の
迅
速
な
運

用
に
向
け
様
々
な
改
善
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
私
的
整
理
の
分
野
に
お
い
て
も
、
①
私
的
整
理
の
阻
害
要

因
に
な
っ
て
き
た
メ
イ
ン
バ
ン
ク
の
責
任
を
排
除
し
た
「
私
的
整
理

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
策
定
（
平
成
13
年
）
を
皮
切
り
に
、

②
事
業
再
生
Ａ
Ｄ
Ｒ
等
の
法
律
に
根
拠
を
持
つ
「
制
度
化
さ
れ
た
私

的
整
理
」
の
手
法
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
③
産
業
再
生
機

構
（
同
15
年
設
立
）
や
企
業
再
生
支
援
機
構
（
同
21
年
設
立
）
の
よ

う
に
、「
制
度
化
さ
れ
た
私
的
整
理
」
機
能
を
有
し
、
か
つ
公
的
資

金
を
出
融
資
で
き
る
フ
ァ
ン
ド
機
能
を
も
併
せ
持
っ
た
極
め
て
特
異

な
手
法
ま
で
編
み
出
さ
れ
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

④
経
営
者
個
人
の
保
証
債
務
に
つ
い
て
も
、
同
26
年
に
は
「
経
営
者

弁護士

細 川 敬 章

【
倒
産
】
倒
産
法
制
の
発
達
と
資
本
主
義
の
成
熟

法は世につれ 世は法につれ

弁護士
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も
と
も
と
、
家
事
事
件
の
手
続
を
定
め
て
い
た
の
は
、
旧
家
事
審

判
法
で
し
た
が
、
個
人
の
権
利
意
識
が
高
ま
り
、
家
事
事
件
で
も
主

張
対
立
の
激
し
い
事
件
が
増
加
し
て
き
た
こ
と
を
背
景
と
し
、
当
事

者
が
よ
り
手
続
に
主
体
的
に
関
与
で
き
る
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
目

的
と
し
て
、
新
た
に
家
事
事
件
手
続
法
が
制
定
さ
れ
、
家
事
審
判
及

び
家
事
調
停
に
関
す
る
手
続
が
網
羅
的
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

４　

最
後
に

「
離
婚
は
進
ん
だ
文
明
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る　

―
シ
ャ
ル
ル
ド

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
―
」

今
年
か
ら
新
し
い
「
令
和
」
時
代
が
始
ま
り
ま
し
た
。

家
事
事
件
の
増
加
傾
向
は
平
成
か
ら
令
和
に
な
っ
て
も
留
ま
る
こ

と
は
な
く
、
今
後
も
家
庭
内
の
紛
争
を
法
的
手
続
に
よ
っ
て
解
決
す

る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、

個
人
や
家
庭
の
多
様
化
が
さ
ら
に
進
み
、
新
た
な
法
律
の
制
定
や
重

要
判
例
が
出
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。
家
事
事
件
に
つ
い
て
も
、

時
代
の
流
れ
に
則
し
た
、
よ
り
よ
い
リ
ー
ガ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で

き
る
よ
う
今
後
も
尽
力
致
し
ま
す
。

　
　

１　
は
じ
め
に

独
占
禁
止
法
を
始
め
と
す
る
競
争
法
は
、
我
が
国
の
自
由
な
競

争
を
促
進
し
経
済
活
動
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
に
よ
り
一
般
消
費
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
も
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
消
費
者
法
分
野
の
観
点
も
交
え
な
が
ら
、
競

争
法
分
野
を
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

２　

景
品
表
示
法

競
争
法
分
野
の
中
で
最
も
消
費
者
法
分
野
の
影
響
を
受
け
て
い

る
の
が
、
景
品
表
示
法
で
す
。

景
品
表
示
法
は
、
昭
和
37
年
に
独
占
禁
止
法
の
特
例
と
し
て
、
公

正
な
競
争
を
確
保
し
、
も
っ
て
一
般
消
費
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
に
入
り
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
規
制
緩
和
の
流
れ
か
ら
、

景
品
表
示
法
の
う
ち
景
品
規
制
に
お
い
て
は
、
上
限
金
額
の
引
き
上

げ
・
撤
廃
、
制
限
の
区
分
の
簡
素
化
の
ほ
か
、
業
者
別
告
示
や
公
正

競
争
規
約
の
改
廃
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

他
方
、
表
示
規
制
に
関
し
て
は
、
規
制
緩
和
に
よ
る
市
場
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
活
用
の
た
め
に
は
消
費
者
に
対
す
る
適
正
な
情
報
提
供
が
よ

り
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
当
表
示
の
排
除
是
正
に
対
す
る
取
組

み
が
一
層
必
要
と
さ
れ
、
む
し
ろ
運
用
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
平
成

15
年
に
は
合
理
的
な
根
拠
な
く
著
し
い
優
良
性
を
示
す
不
当
表
示

に
対
す
る
規
制
（
不
実
証
広
告
規
制
）
が
導
入
さ
れ
、
現
在
も
表
示

規
制
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
平
成
21
年
に
景
品
表
示
法
は
公
正
取
引
委
員
会
か
ら

消
費
者
庁
へ
移
管
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
目
的
か
ら
「
公
正
な
競
争
を

確
保
」
と
い
う
記
載
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
法
の
実
態

は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
28
年
に
は
、
い
わ
ゆ
る
食
品
偽
装
問
題
な
ど
一
連
の
表
示
問

題
を
受
け
、
不
当
表
示
に
対
す
る
課
徴
金
制
度
が
導
入
さ
れ
る
に
至

り
、
現
在
も
表
示
規
制
に
関
し
て
は
積
極
的
な
運
用
が
続
い
て
い
ま

す
。　３　

消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法

平
成
元
年
、
３
％
の
消
費
税
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
５
％
、

８
％
へ
と
増
税
さ
れ
ま
し
た
が
、
５
％
へ
の
増
税
時
に
事
業
者
に
よ

る
消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
が
多
く
発
生
し
、
独
占
禁
止
法

で
規
制
さ
れ
る
優
越
的
地
位
の
濫
用
行
為
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
８
％
増
税
時
に
、「
消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
を

迅
速
か
つ
効
果
的
に
是
正
す
る
た
め
の
特
別
措
置
法
」（
い
わ
ゆ
る

「
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
」）
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

本
年
10
月
に
は
、
10
％
へ
の
増
税
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

現
在
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
消
費
税
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
に
つ
い

て
書
面
調
査
や
相
談
会
等
を
積
極
的
に
進
め
て
い
ま
す
。

４　

独
占
禁
止
法

競
争
法
の
中
心
で
あ
る
独
占
禁
止
法
は
市
場
の
競
争
を
確
保
す

る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
消
費
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
も
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

昭
和
22
年
に
制
定
さ
れ
た
独
占
禁
止
法
は
、
平
成
に
入
り
規
制

緩
和
に
よ
る
経
済
発
展
確
保
の
観
点
か
ら
、
競
争
政
策
の
重
要
性
が

広
く
認
識
さ
れ
、
同
法
の
運
用
の
強
化
と
公
正
取
引
委
員
会
の
組
織

強
化
が
進
み
ま
し
た
。

当
初
、
原
則
1.5
％
で
あ
っ
た
課
徴
金
算
定
率
は
、
そ
の
後
原
則

６
％
、
原
則
10
％
と
順
次
引
き
上
げ
ら
れ
、
ま
た
、
課
徴
金
納
付
命

令
の
対
象
と
な
る
行
為
が
、
順
次
拡
大
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
17
年
度
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
課
徴
金
減
免
（
リ

ニ
エ
ン
シ
ー
）
制
度
も
、
そ
の
後
、
減
免
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る

範
囲
を
拡
大
し
、
広
く
事
業
者
に
課
徴
金
減
免
制
度
を
利
用
さ
せ
る

こ
と
で
独
占
禁
止
法
違
反
行
為
の
効
率
的
な
調
査
を
実
現
し
て
い
ま

す
。そ

の
他
手
続
面
で
は
、
平
成
17
年
に
犯
則
調
査
の
導
入
、
審
判
制

度
の
改
正
（
事
前
審
判
か
ら
事
後
審
判
へ
）、
平
成
27
年
に
審
判
制

度
の
廃
止
、
平
成
30
年
に
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
を
う
け
た
確
約
制
度
（
独

占
禁
止
法
違
反
の
疑
い
あ
る
行
為
に
つ
い
て
、
行
政
処
分
に
よ
ら
ず

に
公
正
取
引
委
員
会
と
事
業
者
と
の
間
の
合
意
に
よ
り
解
決
す
る
仕

組
み
）
の
導
入
な
ど
、
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
課

徴
金
減
免
制
度
の
改
正
法
成
立
や
労
働
法
分
野
や
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
の
適
用
の
検
討
な
ど
も
進
ん
で
お
り
、

今
後
の
動
向
に
注
視
が
必
要
で
す
。

５　

最
後
に

　

平
成
の
流
れ
を
受
け
、
令
和
の
時
代
も
競
争
法
分
野
の
積
極
的

な
運
用
は
継
続
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
競
争
法
分
野
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
問
題
が
発

生
し
た
時
の
対
応
の
み
な
ら
ず
、
予
防
法
的
観
点
で
の
対
策
が
必

か
、
日
本
の
製
造
物
責
任
法
の
第
１
号
判
例
は
、
平
成
11
年
に
あ
っ

た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
ん
で
吐
血
し
た
と
の

事
件
で
し
た
。

　

知
的
財
産
の
分
野
で
は
、
平
成
10
年
、
デ
ジ
タ
ル
ミ
レ
ニ
ア
ム

著
作
権
法
が
ア
メ
リ
カ
で
施
行
さ
れ
、
日
本
で
も
平
成
11
年
、
著
作

権
法
や
不
正
競
争
防
止
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
上

で
の
著
作
権
侵
害
等
に
つ
い
て
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
責
任
の
明
確
化
の
た

め
、
平
成
13
年
に
通
称
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
が
制
定
さ
れ
、
現
在
で

は
、
同
法
に
基
づ
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
書
き
込
み
の
削
除
請
求

等
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

家
事
法
の
分
野
で
は
平
成
26
年
、
ハ
ー
グ
条
約
（
国
境
を
越
え
た

子
ど
も
の
連
れ
去
り
に
対
処
す
る
た
め
、
子
供
を
元
の
居
住
国
に
戻

す
こ
と
、
親
子
の
面
会
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
条

約
）
が
締
結
さ
れ
、
同
年
こ
れ
に
対
応
す
る
「
国
際
的
な
子
の
奪
取

の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
」
も
施
行

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
国
際
情
勢
を
受
け
た
対
応
で
す
。

直
近
で
は
平
成
30
年
５
月
か
ら
、Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（
Ｇ

Ｄ
Ｐ
Ｒ
、
Ｅ
Ｕ
で
統
一
の
個
人
情
報
保
護
法
。
Ｅ
Ｕ
外
へ
の
情
報
持

ち
出
し
に
つ
い
て
も
規
制
。
巨
額
な
課
徴
金
の
制
裁
あ
り
）
の
適
用

が
開
始
さ
れ
、
こ
れ
を
見
据
え
て
、
平
成
29
年
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が

進
む
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
が
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
に
個
人
情
報
保

護
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
法
律
制
定
や
改
正
は
海
外
情
勢
と
密
接
に

連
動
し
て
お
り
、
平
成
時
代
の
動
向
を
見
る
だ
け
で
も
、
日
本
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
国
内
法
に
与
え
る
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。

１　
は
じ
め
に

親
族
・
相
続
に
関
す
る
、
い
わ
ゆ
る
家
事
事
件
は
、
時
代
が
変
わ
っ

て
も
無
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
近
時
は
、
一
般
民

事
事
件
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
の
に
対
し
、
家
事
事
件
（
特
に
、
離
婚

や
親
子
な
ど
に
関
す
る
事
件
）
は
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

時
代
の
変
遷
と
共
に
、
生
き
方
が
多
様
化
す
る
中
で
、
個
人
や
家

族
の
在
り
方
も
一
様
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
や
、
個
人
の

権
利
意
識
の
高
ま
り
に
よ
り
、
家
庭
内
の
紛
争
が
複
雑
か
つ
熾
烈
な

も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
が
法
的
手
続
に
よ
る

解
決
を
求
め
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
戦
後
、
民
法
改
正
に
よ
り
家
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
、
個
人

の
尊
重
と
男
女
平
等
の
理
念
が
提
唱
さ
れ
、
平
成
に
入
る
と
、
そ
れ

ら
の
理
念
の
具
体
的
な
実
現
が
図
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
平
成
時
代
に
は
社
会
の
高
齢
化
が
顕
著
に
な
り
、
平
成

19
年
に
は
超
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
平
成
の
時
代
に
、
親
族
・
相
続
の

分
野
で
ど
の
よ
う
な
変
革
が
あ
っ
た
の
か
、
実
体
法
と
手
続
法
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

２　

実
体
法

（
１
）
親
族
法
関
連

ア　

平
成
27
年
12
月
16
日
、
男
女
の
平
等
に
関
す
る
最
高
裁
判
例

が
出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
、
か
つ
て
民
法
733
条
が
定
め
て
い
た
180
日
間
の
再
婚
禁
止

期
間
の
う
ち
、100
日
を
超
え
る
部
分
が
、違
憲
と
判
断（
※
そ
の
後
、

平
成
28
年
６
月
１
日
に
民
法
改
正
が
な
さ
れ
、
女
性
の
再
婚
禁

止
期
間
を
100
日
に
短
縮
す
る
と
共
に
、
離
婚
時
に
懐
胎
し
て
い

な
か
っ
た
場
合
は
再
婚
禁
止
期
間
の
規
定
を
適
用
さ
れ
な
い
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。）
さ
れ
ま
し
た

次
に
、
夫
婦
同
氏
を
定
め
る
民
法
750
条
が
、
合
憲
と
判
断
さ

れ
ま
し
た
（
た
だ
し
、
最
高
裁
大
法
廷
の
裁
判
官
15
人
の
う
ち
、

５
人
は
違
憲
で
あ
る
と
の
意
見
を
表
明
し
て
い
ま
す
。）。

上
記
２
点
は
、
と
も
に
男
女
平
等
の
観
点
か
ら
議
論
が
な
さ

れ
ま
し
た
が
、
結
論
は
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

イ　

ま
た
、
平
成
25
年
９
月
４
日
に
は
、
子
の
平
等
に
関
す
る
最

高
裁
判
例
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
最
高
裁
判
例
で
は
、
か
つ
て
民
法
900
条
４
号
た
だ
し
書
が

定
め
て
い
た
非
嫡
出
子
（
婚
姻
し
て
い
な
い
男
女
か
ら
生
ま
れ
た

子
）
の
相
続
分
を
嫡
出
子
（
婚
姻
し
て
い
る
男
女
か
ら
生
ま
れ
た

子
）
の
２
分
の
１
と
す
る
規
定
は
違
憲
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、ま
さ
に
子
を
個
人
と
し
て
尊
重
す
る
理
念
に
基
づ
き
、

婚
外
子
の
相
続
分
差
別
が
否
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

（
２
）
相
続
法
関
連

ア　

相
続
法
に
つ
い
て
も
、
平
成
の
時
代
に
は
各
種
の
重
要
な
最
高

裁
判
例
が
出
て
い
ま
す
が
、
実
務
へ
大
き
な
影
響
を
与
え
た

事
件
の
一
つ
は
、
預
貯
金
債
権
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
平
成
28
年
12
月
19
日
の
最
高
裁
判
例
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
こ
の
判
例
は
、
相
続
人
間
の
遺
産
分
割
手
続
き

の
み
で
は
な
く
、
金
融
実
務
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

イ　

ま
た
、
高
齢
化
社
会
を
背
景
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
平
成
30
年

７
月
に
は
、
相
続
法
が
改
正
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
（
改
正
の

具
体
的
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
前
号
の
轍
を
ご
参
照
く
だ

さ
い
。）。
相
続
法
に
つ
い
て
は
実
に
40
年
ぶ
り
と
な
る
大
き
な

見
直
し
が
さ
れ
ま
し
た
。

（
３
）
そ
の
他

さ
ら
に
、
高
齢
の
認
知
症
患
者
増
加
に
伴
い
、
高
齢
者
の
方
が
利

用
し
や
す
い
成
年
後
見
制
度
の
実
現
を
目
的
と
し
、
平
成
12
年
に
は

現
在
の
成
年
後
見
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
（
従
来
の
禁
治
産
、
準

禁
治
産
の
廃
止
）。

３　

手
続
法

ま
た
、平
成
23
年
５
月
に
家
事
事
件
手
続
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

弁護士

松 嶋 依 子

弁護士

越 知 覚 子

【
家
族
】
変
わ
る
社
会
と
家
族
の
あ
り
方
を
反
映
し
て

【
競
争
法
】
競
争
政
策
の
更
な
る
拡
充

法は世につれ 世は法につれ
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平成３１年度税制改正には、改正民法（相続法）を受けたものが盛り込まれています。今回はここに注目したいと思います。

1.　　民法における成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられたことに伴い、税法上の適用年齢が２０歳以上又は２０歳未満となっている制度が見直され
ました。

２.　　 令和２年（２０２０年）４月から施行される配偶者居住権（配偶
者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象に、
終身又は一定期間、配偶者にその使用収益を認める権利）の評
価方法が定められました。

配偶者居住権に基づく敷地の利用権は小規模宅地特例の対象
となり、さらに配偶者居住権が設定されている敷地（所有権）に
ついても小規模宅地特例の対象となります。

配偶者居住権に関する民法の規定の施行日となる２０２０年４月１
日以降開始の相続から適用されます。

①　配偶者居住権（建物）の評価
建物の時価（A）－ A×（残存耐用年数－存続年数）/　
残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複
利現価率
※残存耐用年数＝法定耐用年数（住宅用）×1.5 倍－築年数

【　計算例　】
配偶者：妻（75 歳　75 歳女性の平均余命年数 15 年）
建物：木造・築年数 10 年
残存耐用年数：法定耐用年数 22 年×1.5 ＝ 33 年
33 年－ 10 年＝ 23 年
建物の相続税評価額：2000 万円
配偶者居住権の設定期間：終身（残存年数に応じた民法の
法定利率による複利現価率 0.642）
2000 万円×（23 年－ 15 年）/ 23 年×0.642 ＝ 4,466,086
円（居住権の設定された所有権）
20,000,000 円－ 4,466,086 円＝ 15,533,914 円

②　配偶者居住権が設定された建物の評価
A －①の価額＝ 4,466,086 円

③　配偶者居住権の敷地の評価
土地等の時価（B）－ B×存続年数に応じた民法の法定利
率による複利現価率

【　計算例　】
配偶者：妻（75 歳　75 歳女性の平均余命年数 15 年）
土地の相続税評価額：1 億円
配偶者居住権の設定期間：終身（残存年数に応じた民法の
法定利率による複利現価率 0.642）

1 億円×0.642 ＝ 64,200,000 円（配偶者居住権が設定され
た所有権）
1 億円－ 64,200,000 円＝ 35,800,000 円

④　配偶者居住権が設定された建物の敷地の評価
B －③の価額＝ 64,200,000 円

３.　　 相続法改正では、舅姑など被相続人への無償の療養介護や役
務提供を行った場合、相続人でなくても寄与分が認められるよう配
慮（「特別寄与料の請求権」）されました。

相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護その他の労務
を提供したことにより被相続人の財産の維持又は増加について特
別の寄与をした場合、相続人に対して金銭（特別寄与料）の請
求ができます。この特別寄与料は被相続人から遺贈により取得した
ものとみなされ、相続税が課税されます（特別寄与者が支払う相
続税額は２割加算の対象となります）。一方、相続人が特別寄与
者に支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人の相続税の課税
価格から控除されます。

特別寄与料に関する民法の施行日である２０１９年７月１日以後開
始の相続から適用されます。

４.　　最後に
民法改正（相続法）は高齢化社会における家族の変化に対

応する内容になっていると思われます。この運用が順調になるには、
まだしばらくの時間がかかることでしょう。

また、「特別寄与料の算定方法はどのように行われるのか？」など、
まだまだ相続法と相続税法の関係に注目していきたいと思っています。

内容につきましては、一般的な概略をまとめたものです。詳細に
ついては、専門家にご相談ください。

日本経営ウィル税理士法人 税理士　座間昭男

税理士
に 

聴く

日本経営グループ　日本経営ウィル税理士法人
TEL 06 − 6868 − 1351（担当：座間）

事業承継、信託、組織再編税制、国際税務、
企業再生、不動産活用、M ＆ A、IPO 支援　など

平成３１年度税制改正と改正民法（相続法）

須
で
す
。

当
事
務
所
で
は
、
競
争
法
的
観
点
か
ら
の
継
続
的
な
法
的
助
言
や

セ
ミ
ナ
ー
・
勉
強
会
な
ど
を
行
う
こ
と
で
事
業
者
の
皆
様
の
サ
ポ
ー

ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
是
非
お
声
が
け
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

１　

イ
ン
タ
ー
ネ
ット
時
代
の
到
来

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
世
界
的
に
み
れ
ば
、
昭
和
の
時
代
に
も
研

究
者
の
間
や
軍
事
用
に
存
在
し
て
は
い
た
も
の
の
、
少
な
く
と
も
日

本
に
お
い
て
は
、
遠
隔
地
間
の
通
信
は
も
っ
ぱ
ら
電
話
回
線
が
利
用

さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
一
般
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
技
術
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
米
国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
商
用
化
の
流
れ
も

あ
っ
て
、
平
成
５
年
頃
、
初
め
て
日
本
国
内
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
が
瞬
く
間
に
広

が
り
、
約
25
年
を
経
て
、
今
で
は
誰
も
が
利
用
す
る
社
会
に
不
可
欠

な
技
術
と
な
り
ま
し
た
。
過
去
の
歴
史
か
ら
見
て
も
、
こ
こ
ま
で
急

速
か
つ
重
大
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
変
化
は
な
く
、
ま
さ
に
平
成
を
代

表
す
る
革
新
的
な
出
来
事
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
の
広
が
り
は
、
表

現
の
自
由
や
知
る
権
利
と
い
っ
た
個
人
の
基
本
的
人
権
を
飛
躍
的
に

拡
充
さ
せ
、
商
業
的
に
も
Ｅ
Ｃ
（
イ
ー
コ
マ
ー
ス
）
や
ス
ト
リ
ー
ミ

ン
グ
動
画
配
信
業
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
と
い
っ
た
、
昭
和
の
時
代
に

は
想
像
だ
に
さ
れ
な
か
っ
た
新
た
な
事
業
を
創
造
し
、
人
々
の
豊
か

さ
に
貢
献
す
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
反
面
、
こ
れ
ま
で
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
弊
害
も
多
く
も
た
ら
さ
れ
、
新
し
い
立
法
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
。

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ット
普
及
に
伴
う
法
整
備

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
平
成
13
年
に
制
定
さ
れ
た
特
定
電
気

通
信
役
務
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示

に
関
す
る
法
律
（
い
わ
ゆ
る
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
法
）
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。

昭
和
ま
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
な
い
環
境
で
は
、
不
特
定
多
数

者
に
対
す
る
意
見
表
明
の
手
段
は
、
集
会
の
ほ
か
、
新
聞
や
雑
誌
と

い
っ
た
出
版
物
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
と
い
っ
た
通
信
媒
体
の
利
用
が

主
で
、
表
現
の
自
由
と
名
誉
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
対
立
は
、
公

人
対
報
道
と
い
う
構
図
が
主
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
誰
も
が
自
由
に

そ
の
場
で
簡
易
に
広
く
自
分
の
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

不
特
定
多
数
者
に
対
す
る
意
見
表
明
の
主
体
に
制
約
が
な
く
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
の
図
式
が
崩
れ
た
結
果
、
誰
で
も
権
利
侵
害
の
主

体
と
な
り
う
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
は
匿
名
性
を
維
持
で
き
る
た
め
、
権
利
侵
害
行
為
を
助
長
す
る
結

果
に
も
な
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
名
誉
棄
損
・
誹
謗
中

傷
が
社
会
問
題
化
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

裁
判
例
で
も
掲
示
板
の
書
き
込
み
に
つ
い
て
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
や
掲

示
板
管
理
者
の
責
任
を
認
め
る
も
の
も
出
て
き
た
こ
と
も
あ
り
（
例

え
ば
、
ニ
フ
テ
ィ
サ
ー
ブ
現
代
思
想
フ
ォ
ー
ラ
ム
事
件
。
第
１
審
：

東
京
地
判
平
成
９
年
５
月
26
日
）、
平
成
13
年
に
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任

法
が
制
定
さ
れ
、
発
信
者
情
報
の
開
示
（
誹
謗
中
傷
的
な
表
現
を
書

き
込
ん
だ
者
の
特
定
）
と
記
事
削
除
の
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
普
及
に
よ
る
恩
恵
と
し
て
、 

外
出
せ
ず

と
も
ク
リ
ッ
ク
一
つ
で
様
々
な
商
品
や
役
務
の
購
入
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
非
対
面
取
引
は
急
速
に
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。

他
方
、
非
対
面
で
あ
る
こ
と
や
表
示
の
不
備
か
ら
、
商
品
や
契
約

内
容
の
理
解
が
不
十
分
な
ま
ま
、
本
人
が
望
ま
ぬ
契
約
を
締
結
し
て

し
ま
う
、
ま
た
、
不
知
や
不
注
意
に
乗
じ
た
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
詐
欺
の

流
行
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、

平
成
13
年
、
民
法
の
原
則
を
修
正
し
て
無
効
主
張
を
広
く
認
め
る
こ

と
等
を
定
め
た
電
子
消
費
者
契
約
及
び
電
子
承
諾
通
知
に
関
す
る

民
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
情
報
自
体
の
正
確
性
や
情

報
過
多
の
問
題
か
ら
、
受
け
手
自
体
に
取
捨
選
択
す
る
能
力
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
ネ
ッ
ト
リ
テ
ラ
シ
ー
が

未
熟
な
青
少
年
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
悪
影
響
（
性
犯
罪
・
自
殺
・

薬
物
の
助
長
等
）
か
ら
守
る
べ
く
、
平
成
20
年
、「
青
少
年
が
安
全

に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
等
の
施
策
が
提
案
さ

れ
て
い
ま
す
。

３　

イ
ン
タ
ー
ネ
ット
社
会
と
の
付
き
合
い
方

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
従
来
の
量
的
・
空
間
的
な
限
界
を
破
る
も
の

の
で
、
個
人
の
基
本
的
人
権
や
実
生
活
の
利
便
性
に
大
い
に
寄
与
す

る
重
要
な
技
術
で
は
あ
る
も
の
の
、伝
播
性
、匿
名
性
、情
報
の
偏
在
、

情
報
の
正
確
性
な
ど
の
弊
害
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
は
日
進
月
歩
で
あ
り
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
な
ど
令
和

に
お
い
て
も
重
要
な
技
術
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
が
、
ま
だ
若
い
技
術
で
も
あ
り
、
リ
ス
ク
を
理
解
し
た
上
で
付
き

合
い
を
考
え
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

法は世につれ 世は法につれ

弁護士

森 　 瑛 史

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
】
利
便
性
と
弊
害
の
二
面
性

制度 対象者 年齢要件 適用時期
相続税の未成年者控除 相続人 20歳未満⇒ 18歳未満 2022年 4月 1以後の相続
・相続時精算課税制度
・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
・相続時精算課税適用者の特例（受贈者に孫等を追加）
・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予

受贈者 20歳以上⇒ 18歳以上 2022年 4月 1以後の相続又は贈与

ジュニアＮＩＳＡ
居住者等

20歳未満⇒ 18歳未満 2023 年 1 月 1 日以後に設けられる
口座ＮＩＳＡ 20歳以上⇒ 18歳以上
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みなし残業代の割増賃金該当性
最高裁平成３０年７月１９日判決（最高裁判所裁判集民事２５９号77頁）

弁護士　松久僚成
１. ポイント

①　使用者は、時間外労働等の対価として定額の手当
を支払うことにより、割増賃金の全部または一部を
支払うことができる。

②　ある手当が時間外労働等に対する対価として支払
われるものとされているか否かは、雇用契約にかか
る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、
使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関す
る説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状
況などの事情を考慮して判断すべきである。

２. 事案の概要
Ｙが経営する薬局において勤務していたＸが、Ｙ

に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対す
る未払割増賃金並びに付加金等の支払を求めた事案
である。

Ｘ は、 以 下 の 事 情 な ど か ら、 基 礎 賃 金 が
５６万２５００円であって割増賃金が支払われてい
ないと主張し、未払割増賃金の支払いを求めた。一
方で、Ｙは、基礎賃金４６万１５００円のほか、
３０時間の時間外労働に相当するみなし残業代であ
る業務手当が１０万１０００円支払われているため、
これによって割増賃金は支払われていると主張した。

・雇用契約書の記載
「賃金　月額５６２，５００円（残業手当含む）　給与

明細書表示（月額給与４６１，５００円　業務手当
１０１，０００円）」

・採用条件確認書の記載
「給与業務手当　１０１，０００　みなし残業代」
「時間外手当は、みなし残業時間を超えた場合はこの

限りではない」
・賃金規程
「業務手当は、一賃金支払い期において時間外労働が

あったものとみなして、時間手当の代わりとして支
給する。」

・ＹがＸ以外の従業員の全部または一部との間で取り交
わした確認書の記載

「業務手当は、固定時間外労働賃金（時間外労働３０
時間分）として毎月支給します。一賃金計算期間に
おける時間外労働がその時間に満たない場合であっ
ても全額支給します。」

⑴　第一審判決
第 一 審 は、 Ｘ と Ｙ と の 間 で は、 基 本 給

４６万１５００円、業務手当１０万１０００円を
条件とする労働契約がされたものと判断したう
えで、Ｘの基本給と所定労働時間から計算する
と、３０時間分の時間外手当額が業務手当である
１０万１０００円とほぼ一致することや、採用条件
確認書の記載によればみなし残業時間を超えた場合
の清算が予定されており、また、実際に清算がされ
ていたことなどから、業務手当はみなし残業代とし
て有効なものであると認められると判断した。

⑵　控訴審判決
これに対し、控訴審は、みなし残業代を上回る金

額の時間外手当が発生した場合にその発生の事実を
労働者が認識して直ちに支払を請求できる仕組み（発
生していない場合には発生していないことを労働者
が認識できる仕組み）が備わっており、これらの仕
組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基
本給とみなし残業代の金額のバランスが適切であり、
その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による
健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の
温床となる要因がない場合に限り、みなし残業代は
法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすこ
とができるとの判断枠組みを示した。

そのうえで、業務手当が何時間分の時間外手当に
当たるのか、また、時間外労働の月間合計時間や時
給単価がどの程度であるのかがＸに伝えられていな
いため、業務手当を上回る金額の時間外手当が発生
しているかどうかをＸが認識できない以上、業務手
当はみなし残業代として有効なものであるとはいえ
ないと判断した。

⑶　最高裁判決
最高裁は、控訴審の示した上記判断枠組みを否定

して、上記「１　ポイント」のとおり判断し、控訴
審に差し戻した。

３. 判旨
⑴　 「労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ

含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が
直ちに同条（注：労働基準法３７条）に反するもので

はなく…、使用者は、労働者に対し、雇用契約に基づ
き、時間外労働等に対する対価として定額の手当を支
払うことにより、同条の割増賃金の全部又は一部を支
払うことができる。」
　「そして、雇用契約においてある手当が時間外労働
等に対する対価として支払われるものとされているか
否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、
具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当
や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働
時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきで
ある。」
　「しかし、労働基準法３７条や他の労働関係法令が、
当該手当の支払によって割増賃金の全部又は一部を支
払ったものといえるために、…原審が判示するような
事情が認められることを必須のものとしているとは解
されない。」

⑵　「本件雇用契約に係る契約書及び採用条件確認書並び
に上告人（注：Ｙ）の賃金規程において、月々支払わ
れる所定賃金のうち業務手当が時間外労働に対する対
価として支払われる旨が記載されていたというのであ
る。」
　「また、上告人と被上告人（注：Ｘ）以外の各従業
員との間で作成された確認書にも、業務手当が時間外
労働に対する対価として支払われる旨が記載されてい
たというのであるから、上告人の賃金体系においては、
業務手当が時間外労働等に対する対価として支払われ
るものと位置付けられていたということができる。」
　「さらに、被上告人に支払われた業務手当は、１か
月当たりの平均所定労働時間（１５７．３時間）を基
に算定すると、約２８時間分の時間外労働に対する割
増賃金に相当するものであり、被上告人の実際の時間
外労働等の状況…と大きくかい離するものではない。」
　「これらによれば、被上告人に支払われた業務手当
は、本件雇用契約において、時間外労働等に対する対
価として支払われるものとされていたと認められるか
ら、上記業務手当の支払をもって、被上告人の時間外
労働等に対する賃金の支払とみることができる。原審
が摘示する上告人による労働時間の管理状況等の事情
は、以上の判断を妨げるものではない。」

４. 解説
ある一定時間分の割増賃金相当額を基本給の中に含

め、または手当として支払うことにより、時間外労働に
対する割増賃金を支払う制度は、「みなし残業代制」や

「固定残業代制」などと呼ばれています。一定時間を下
回る限り、一律で割増賃金を支払えば足りるため、賃
金の計算が楽になるというメリットがあり、すでにみな
し残業代制を導入している企業も少なくありません。

みなし残業代制については、本判決でも「労働者に
支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることに
より割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に
反するものではな」いとして、割増賃金について定め
る労働基準法（以下「労基法」といいます。）３７条
に違反しないものとされています。もっとも、みなし
残業代制を導入する場合の具体的方法については、労
基法等に規定されておりません。

⑵　 この点につき、本判決以前の判例においては、①通
常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる
部分とを判別できること、②割増賃金として支払われ
た金額が、労基法３７条等に定められた方法により算
定した割増賃金の額を下回らないことという要件を満
たす場合には、みなし残業代制により割増賃金を支払
うことも、労基法３７条に違反しないとされていました。

これに対し、本判決は、「ある手当が時間外労働等
に対する対価として支払われるものとされている」場
合には、その手当も割増賃金に該当すると判断しまし
た。時間外労働に対する対価といえるのかという点か
らみなし残業代の有効性について判断する本判決の枠
組みが、これまでの判例と異なる枠組みを示したもの
なのか、それとも①又は②いずれかの要件に関わる判
示であるのかは、今後の判例の集積を待つことになり
ます。

⑶　 なお、本判決は、控訴審が判示した事情までは必須
ではないと判断したものの、時間外労働に対する対価
といえるのか（ひいては、みなし残業代として支給し
た手当等が割増賃金に該当するのか）の判断において、
以下のとおり具体的考慮要素を挙げています。

ⅰ　雇用契約に係る契約書等の記載内容
ⅱ　使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に

関する説明の内容
ⅲ　労働者の実際の労働時間等の勤務状況

したがって、みなし残業代制を導入する場合には、（ⅰ）
みなし残業代として支給する手当等が時間外労働に対
する対価であることが雇用契約書や就業規則において
明記されているか、（ⅱ）労働者に対して当該手当が時
間外労働に対する対価であると説明しているか、（ⅲ）
実際の時間外労働時間数に比べて当該手当の額は時間
外手当と言いうるような額か（例えば、時間外労働が
平均して月３０時間ある会社において、割増賃金５時
間分程度にしか相当しない額の手当てをもって「みな
し残業代である」と主張することは、「時間外労働の対
価とはいえない」という方向に傾く事情であると考え
られます。）といった点を意識して、制度設計を行う必
要があると思われます。



夏の暑さが猛威を振るう季節柄、ご自身の臭い

を気にされるかたも多いのではないでしょうか。

気になる腋の臭いの原因は、実は、腋の下に多

くあるアポクリン腺という汗の一種が細菌で分解

されることによって異臭を発するというものです。

また違った臭いのお悩みですが、人は歳を重ね

るといわゆる老人臭に悩まされるようになります。

これは腋の下から首の前回り、前胸部を毎日丁寧

に洗うことで消えてしまいます。

臭いは自分では気付きにくいものです。老人臭

がしないことを願って、入浴時に丁寧に洗うよう

にすれば、十分予防できます。

橋 本 聰 一「 腋臭と老人臭 」 橋本クリニック院長

題  字：藤尾  政弘
表紙写真撮影者：山田  庸男
表紙写真撮影場所：タイ・バンコク


